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(チ) 栄養サポートチーム加算（ただし、当該保険医療機関に入院した日を入院初日

と起算して算定する。）

(リ) 退院支援加算退院調整加算（ただし、当該保険医療機関に入院した日を入院初

日として、区分番号「Ａ２４６２３８」退院支援加算退院調整加算の１又は２の

ロに規定する療養病棟入院基本料等の場合の例によりハ又はニを算定する。）

(ヌ) 地域連携認知症支援加算

(ヌル) 総合評価加算

(ルヲ) データ提出加算

オ 区分番号「Ａ１０１」療養病棟入院基本料の「注９」に規定する慢性維持透析管理

加算を算定することができる。

カ 区分番号「Ａ１０１」療養病棟入院基本料の「注10」に規定する在宅復帰機能強化

加算は算定することができない。

キ 区分番号「Ｂ００５－７」認知症専門診断管理料の算定に当たっては、(10)のイに

より区分番号「Ａ１０１」の療養病棟入院基本料１の例により算定する患者を、「療

養病棟に入院している患者」とみなす。

(1213) 「注11」の規定により、区分番号「Ａ１０１」の療養病棟入院基本料１の入院基本

料Ａから入院基本料Ｆのいずれかを算定する場合にあっては、定期的（少なくとも月に

１回）に患者又はその家族に対して、当該患者の病状や治療内容等の入院療養の状況及

び各区分への該当状況について、別紙様式２又はこれに準ずる様式により作成した書面

又はその写しを交付のうえ、十分な説明を行うとともに診療録に貼付しておくこと。ま

た、疾患及び状態等並びにＡＤＬの判定基準による判定結果について、療養に要する費

用の請求の際に、併せて提出すること。

(1314) 「注12」に規定するＡＤＬ維持向上等体制加算は、急性期医療において、入院中の

患者の日常生活機能（以下「ＡＤＬ」という。）の維持、向上等を目的として、リハビ

リテーション専門職等が当該病棟において以下のアからカケまでに掲げる取組みを行っ

た場合に、であって、あらかじめ専従又は専任を含む常勤理学療法士、常勤作業療法士

又は常勤言語聴覚士（以下(13)において「常勤理学療法士等」という。）をあわせて５

名を上限として定めた上で、当該常勤理学療法士等のいずれかが当該病棟で実際に６時

間以上（ＡＤＬ維持向上等体制加算の算定を終了した当該病棟の患者について、引き続

き、区分番号「Ｈ０００」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００１」

脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００１－２」廃用症候群リハビリテ

ーション料、区分番号「Ｈ００２」運動器リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００

３」呼吸器リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００４」摂食機能療法、区分番号「Ｈ

００５」視能訓練、区分番号「Ｈ００７」障害児（者）リハビリテーション料、区分番

号「Ｈ００７－２」がん患者リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００７－３」認知症

患者リハビリテーション料又は区分番号「Ｈ００８」集団コミュニケーション療法料

（以下(13)において「疾患別リハビリテーション料等」という。）を算定した場合は、

１日２時間を超えない範囲でその時間を含んでよい。）勤務した日に限り、患者１人に

つき入院した日から起算して14日を限度に算定できる。

ただし、当該加算の対象となる患者であっても、当該患者に対して疾患別リハビリテ
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ーション料等を区分番号「Ｈ０００」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号

「Ｈ００１」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００２」運動器リハビ

リテーション料、区分番号「Ｈ００３」呼吸器リハビリテーション料、区分番号「Ｈ０

０４」摂食機能療法、区分番号「Ｈ００５」視能訓練、区分番号「Ｈ００７」障害児

（者）リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００７－２」がん患者リハビリテーション

料、区分番号「Ｈ００７－３」認知症患者リハビリテーション料及び区分番号「Ｈ００

８」集団コミュニケーション療法料を算定した場合は、当該療法を開始した日から当該

加算を算定することはできない。

ア 入院患者に対する定期的なＡＤＬの評価は、別紙様式７の２又はこれに準ずる様式

を用いて行っていること。

イ 入院患者に対するＡＤＬの維持、向上等を目的とした指導を行っていること。

ウ 必要最小限の抑制とした上で、転倒転落を防止する対策を行っていること。

エ 必要に応じて患者の家族に対して、患者の状況を情報提供していること。

オ 入院患者のＡＤＬの維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されており、

医師、看護師及び必要に応じてその他の職種が参加していること。

カ 指導内容等について、診療録に記載すること。

キ 自宅等、想定される退棟先の環境を把握し、退棟後に起こりうるリスクについて、

多職種のカンファレンスで共有していること。

ク 必要に応じて他の職種と共同し、機能予後について患者がどのように理解している

かを把握し、多職種のカンファレンスで共有していること。

ケ 必要に応じて他の職種と共同し、患者が再び実現したいと願っている活動や社会参

加等について、その優先順位と共に把握し、多職種のカンファレンスで共有している

こと。

(15) 「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（平成26年厚生労働省告示第57号）にお

いて、なおその効力を有するとするとされた平成26年度改定前の一般病棟入院基本料の

「注８」に規定する特定患者については、特定入院基本料（966点又は812点）を算定す

ること。なお、特定患者の取扱いは、区分番号「Ａ１０６」障害者施設等入院基本料の

(５)から(７)の例によること。当該取扱いは、平成26年９月30日をもって廃止する。

(14) 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般病棟の場合に限る。）及び専門

病院入院基本料について、７対１入院基本料から10対１入院基本料に移行するに当たっ

て病棟群単位による届出（以下「病棟群届出」という。）を行った場合は、(２)の規定

にかかわらず、届け出た病棟群を単位としてそれぞれ別の区分の入院基本料を算定でき

る。この場合、患者を、その病状を踏まえた適切な病棟群に入院させるものとし、原則

として病棟群の間での転棟は行わないものとするが、やむを得ず、７対１入院基本料を

算定する病棟群に入院していた患者が10対１入院基本料を算定する病棟群に転棟した場

合、及びその逆の場合については、当該患者の入院期間を通じて10対１入院基本料を算

定する（ただし、転棟の前々月以前に既に算定した入院基本料については変更を要さな

い。）。なお、同一の病棟で算定される入院基本料が７対１入院基本料から10対１入院

基本料に変更になった場合は、当該病棟に入院する患者の入院基本料が、その日から変

更となっても差し支えないが、当該病棟で算定される入院基本料が変更となった旨を診
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ア 区分番号「Ａ１０３」精神病棟入院基本料の「注４」に規定する重度認知症加算は算

定することができない。

イ 区分番号「Ａ１０３」精神病棟入院基本料の「注５」に規定する救急支援精神病棟初

期加算は算定することができない。

ウ 区分番号「Ａ１０３」精神病棟入院基本料の「注６」に規定する加算について、当該

病棟において各加算の要件を満たしている場合に算定できる。

エ 区分番号「Ａ１０３」精神病棟入院基本料の「注７」に規定する精神保健福祉士配置

加算は算定することができない。

Ａ３０８ 回復期リハビリテーション病棟入院料

(１) 回復期リハビリテーション病棟は、脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者に対して、

ＡＤＬの向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションを集中的

に行うための病棟であり、回復期リハビリテーションを要する状態の患者が常時８割以上

入院している病棟をいう。なお、リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的

な機能検査等をもとに、その効果判定を行いリハビリテーション実施計画を作成する必要

がある。

(２) 医療上特に必要がある場合に限り回復期リハビリテーション病棟から他の病棟への患者

の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記

載する。

(３) 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る

薬剤料は、回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれ、別に算定できない。

(４) 回復期リハビリテーション病棟入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟に

入院した場合には、当該病棟が一般病棟である場合は特別入院基本料を、当該病棟が療養

病棟である場合は療養病棟入院基本料の入院基本料Ｉを算定する。

この場合において、当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料１又は２を算定す

る病棟である場合は、療養病棟入院基本料１の入院基本料Ⅰにより、回復期リハビリテー

ション病棟入院料３を算定する病棟である場合は、療養病棟入院基本料２の入院基本料Ｉ

により算定する。

この際、区分番号「Ａ１００」の注２に規定する特別入院基本料を算定する場合の費用

の請求については、同「注４」に規定する重症児（者）受入連携加算、同「注５」に規定

する救急・在宅等支援病床初期加算、同「注６」に規定する看護必要度加算、同「注７」

に規定する一般病棟看護必要度評価加算、同「注12」に規定するADL維持向上等体制加算

は算定できず、同「注10」に規定する加算（特別入院基本料において算定できるものに限

る。）は、当該病棟において要件を満たしている場合に算定できる。また、区分番号「Ａ

１０１」の療養病棟入院基本料を算定する場合の費用の請求については、区分番号「Ａ１

００」一般病棟入院基本料の(11)に準ずるものとする。

(５) 必要に応じて病棟等における早期歩行、ＡＤＬの自立等を目的とした理学療法又は作業

療法が行われることとする。

(６) 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者は、転院してきた場合におい

ても、転院先の保険医療機関で当該入院料を継続して算定できることとする。ただし、そ
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の場合にあっては、当該入院料の算定期間を通算する。なお、診療報酬明細書に転院して

きた旨を記載すること。

(７) 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、当該回復期リハビリテ

ーション病棟への入院時又は転院時及び退院時に日常生活機能評価の測定を行い、その結

果について診療録に記載すること。なお、区分番号「Ａ２４６Ｂ００５－２」退院支援加

算の注４に規定する地域連携診療計画加算地域連携診療計画管理料を算定する患者が当該

回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に転院してきた場合には、当該患者

に対して作成された地域連携診療計画に記載された日常生活機能評価の結果を入院時に測

定された日常生活機能評価とみなす。

(８) 回復期リハビリテーション病棟入院料１を算定するに当たっては、当該回復期リハビリ

テーション病棟への入院時に「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取

扱いについて」の「別添６」の「別紙７」の「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に

係る評価票」における「モニタリング及び処置等に係る項目（Ａ項目）」について測定を

行い、その結果について診療録に記載すること。

(９) 医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同し

てリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーション

の効果、実施方法等について共同して評価を行った場合は、区分番号「Ｈ００３－２」リ

ハビリテーション総合計画評価料を算定できる。

(10) 「注２」に掲げる休日リハビリテーション提供体制加算は、患者が入院当初から集中的

なリハビリテーションを継続して受けられるよう、休日であっても平日と同様のリハビリ

テーションの提供が可能な体制をとる保険医療機関を評価したものである。

(11) 「注３」に掲げるリハビリテーション充実加算は、回復期リハビリテーションが必要な

患者に対して集中的なリハビリテーションを提供していることを評価したものである。

リハビリテーション充実加算を算定する病棟においては、回復期リハビリテーション病

棟入院料を算定する患者に対し、入棟後２週間以内に入院時の機能的自立度評価法（Func

tional Independence Measure、以下この部において「ＦＩＭ」という。）運動項目の得

点について、また退棟（死亡の場合を除く。）に際して退棟時のＦＩＭ運動項目の得点に

ついて、その合計及び項目別内訳を説明すること。

(12) 「注４」に規定する「別に厚生労働大臣が定める費用」に係る取扱いについては、以下

のとおりとする。

ア 基本診療料の施設基準等別表第九の三に規定する「当該保険医療機関における回復期

リハビリテーション病棟においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有する」場

合とは、①及び②を各年度４月、７月、10月及び１月において算出し、①が10名以上か

つ②が６単位以上である状態が２回連続した場合をいう。②の算出には、「基本診療料

の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（平成28年３月４日保医

発0304第１号）別添４第11の１(８)に示した式において「直近１か月間」とあるものを

「直近６か月間」と読み替えた計算式を用いる。

①前月までの６か月間に回復期リハビリテーション病棟から退棟した患者数（ウ及

びエの規定により計算対象から除外するものを除く。）

②直近６か月間の回復期リハビリテーションを要する状態の患者（在棟中に死亡し
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た患者、入棟日においてウの①から④までのいずれかに該当した患者及びエの規定に

より実績指数の計算対象から除外した患者を含む。）に対する１日当たりのリハビリ

テーション提供単位数の平均値

イ 基本診療料の施設基準等別表第九の三に規定する「効果に係る相当程度の実績が認め

られない場合」とは、前月までの６か月間に当該医療機関の回復期リハビリテーション

病棟から退棟した患者（ウ及びエの規定によって計算対象から除外する患者を除く。）

について、以下の①の総和を②の総和で除したもの（(12)において「実績指数」とい

う。）を各年度４月、７月、10月及び１月において算出し、実績指数が２回連続して27

を下回った場合をいう。

① 退棟時のＦＩＭ運動項目の得点から、入棟時のＦＩＭ運動項目の得点を控除した

もの。

② 各患者の入棟から退棟までの日数を、「注１」に規定する厚生労働大臣が定める

日数の上限のうち当該患者の入棟時の状態に応じたもので除したもの

[計算例]

① 前月までの６か月間に50人退棟し、入棟時にＦＩＭ運動項目が50点、退棟時に80

点だったものが30人、入棟時にＦＩＭ運動項目が40点、退棟時に65点だったものが

20人とすると、(80-50)×30＋(65-40)×20 = 1,400

② 前月までの６か月間に50人退棟し、そのうち30人が大腿骨骨折手術後（回復期リ

ハビリテーション病棟入院料の算定日数上限が90日）で実際には72日で退棟、残り

20人が脳卒中（回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限が150日）で

実際には135日で退棟したとすると、(72/90)×30 + (135/150)×20 = 42

従って、この例では実績指数は①／②＝33.3となる。

ウ 在棟中に一度も回復期リハビリテーション病棟入院料を算定しなかった患者及び在棟

中に死亡した患者は実績指数の算出対象から除外する。また、入棟日において次に該当

する患者については、当該月の入棟患者数（入棟時に回復期リハビリテーションを要す

る状態であったものに限る。）の100分の30を超えない範囲で、実績指数の算出対象か

ら除外できる。

① ＦＩＭ運動項目の得点が20点以下のもの

② ＦＩＭ運動項目の得点が76点以上のもの

③ ＦＩＭ認知項目の得点が24点以下のもの

④ 年齢が80歳以上のもの

エ 前月までの６か月間に回復期リハビリテーション病棟を退棟した患者（在棟中に回復

期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者に限る。）の数に対する高次脳機能障

害の患者（基本診療料の施設基準等別表第九に掲げる「高次脳機能障害を伴った重症脳

血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合」に該当し、回復期リ

ハビリテーション病棟入院料を算定開始日から起算して180日まで算定できるものに限

る。）の数の割合が４割以上である保険医療機関においては、当該月に入棟した高次脳

機能障害の患者を実績指数の算出から全て除外することができる。除外する場合、ウに

ついては、「当該月の入棟患者数（入棟時に回復期リハビリテーションを要する状態で

あったものに限る。）の100分の30」を、「当該月の入棟患者数（入棟時に回復期リハ



特定 - 11 -

ビリテーションを要する状態であったものに限る。）のうち高次脳機能障害の患者を除

いた患者数の100分の30」と読み替えるものとする。

オ ウ及びエの除外の判断に当たっては、除外した患者の氏名と除外の理由を一覧性のあ

る台帳に順に記入するとともに、当該患者の入棟月の診療報酬明細書の摘要欄に、実績

指数の算出から除外する旨とその理由を記載する。

カ 在棟中にＦＩＭ運動項目の得点が１週間で10点以上低下したものについては、実績指

数の算出においては、当該低下の直前の時点をもって退棟したものとみなすことができ

る。

キ アの①及びイの実績指数の算出は、平成28年４月１日以降に回復期リハビリテーショ

ン病棟入院料を算定する病棟に入棟した患者を対象として行う。

ク 回復期リハビリテーション病棟入院料に包括されたリハビリテーションの実施単位数

は、注３に掲げるリハビリテーション充実加算等の施設基準に定める疾患別リハビリテ

ーションの総単位数には含まない。

ケ ア及びイによって算出した実績等から、「当該保険医療機関における回復期リハビリ

テーション病棟においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有するとともに、効

果に係る相当程度の実績が認められない場合」に該当した場合、当該月以降、１日につ

き６単位を超える疾患別リハビリテーション料（脳血管疾患等の患者であって発症後60

日以内のものに対して行ったものを除く。）は回復期リハビリテーション病棟入院料に

包括される。なお、その後、別の月（４月、７月、10月又は１月以外の月を含む。）に

おいて、アの①が10名未満、アの②が６単位未満、又はイの実績指数が27以上となった

場合、当該月以降、再び１日につき６単位を超える疾患別リハビリテーション料を出来

高により算定することができる。

コ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する保険医療機関は、平成29年１月以降、

各年度４月、７月、10月及び１月に、当該月にア及びイで算出した内容等について、別

紙様式45を用いて地方厚生（支）局長に報告する。また、ケの規定により各年度４月、

７月、10月及び１月以外の月にア及びイの算出を行った場合についても、同様に報告す

る。

(1312) 「注５」に規定する体制強化加算１及び２は、患者の早期機能回復及び早期退院を促

進するために、専従の医師及び専従の社会福祉士の配置を評価したものである。

Ａ３０８－３ 地域包括ケア病棟入院料

(１) 地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料（以下「地域包括ケア病棟入

院料等」という。）を算定する病棟又は病室は、急性期治療を経過した患者及び在宅にお

いて療養を行っている患者等の受け入れ並びに患者の在宅復帰支援等を行う機能を有し、

地域包括ケアシステムを支える役割を担うものである。

(２) リハビリテーションに係る費用（区分番号「Ｈ００４」に掲げる摂食機能療法を除

く。）及び薬剤料（基本診療料の施設基準等別表第五の一の三に掲げる薬剤及び注射薬に

係る薬剤料を除く。）等は、地域包括ケア病棟入院料等に含まれ、別に算定できない。

(３) 地域包括ケア病棟入院料等を算定する患者が当該病室に入院してから７日以内（当該病

室に直接入院した患者を含む。）に、医師、看護師、在宅復帰支援を担当する者、その他

必要に応じ関係職種が共同して新たに診療計画（退院に向けた指導・計画等を含む。）を
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作成し、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別

添６の別紙２を参考として、文書により病状、症状、治療計画、検査内容及び日程、手術

内容及び日程、推定される入院期間等について、患者に対して説明を行い、交付するとと

もに、その写しを診療録に添付するものとする。（ただし、同一保険医療機関の他の病室

から地域包括ケア病棟入院料等を算定する病室へ移動した場合、すでに交付されている入

院診療計画書に記載した診療計画に変更がなければ別紙様式７を参考に在宅復帰支援に係

る文書のみを交付するとともに、その写しを診療録に添付することでも可とする。）

(４) 地域包括ケア病棟入院料等を算定した患者が退室した場合、退室した先について診療録

に記載すること。

(５) 「注２」に規定する地域の保険医療機関であって、「基本診療料の施設基準等及びその

届出に関する手続きの取扱いについて」別添２「入院基本料等の施設基準等」第５の７の

規定により看護配置の異なる各病棟ごとに一般病棟入院基本料を算定しているものについ

ては、各病棟毎の施設基準に応じて、「注１」に規定する点数又は「注２」に規定する点

数を算定する。

(６) 「注３」及び「注４」に規定する看護職員配置加算及び看護補助者配置加算は、看護職

員及び看護補助者の配置について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも

のとして地方厚生（支）局長等に届け出た病棟又は病室において算定する。

(７) 「注５」に規定する救急・在宅等支援病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、

介護老人保健施設入居者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保す

ることにより、急性期医療を支えることを目的として、地域包括ケア病棟入院料等を届け

出た病棟又は病室が有する以下のような機能を評価したものであり、転院、入院又は転棟

した日から起算して14日を限度に算定できる。当該加算を算定するに当たっては、入院前

の患者の居場所（転院の場合は入院前の医療機関名）、自院の入院歴の有無、入院までの

経過等を診療録に記載すること。

ア 急性期医療を担う病院に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を

速やかに当該病棟又は病室が受け入れることにより、急性期医療を担う病院を後方支援

する。急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、７対１入院基本料、10対１

入院基本料（一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る。）又は

専門病院入院基本料に限る。）、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユ

ニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理

料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復

室入院医療管理料、一類感染症患者入院医療管理料、特殊疾患入院医療管理料、小児入

院医療管理料を算定する病棟であること。

イ 介護老人保健施設入居者等又は自宅で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢

等の症状をきたしたために入院医療を要する状態になった際に、当該病棟又は病室が速

やかに当該患者を受け入れる体制を有していることにより、自宅や介護老人保健施設入

居者等における療養の継続を後方支援する。なお、本加算を算定する病棟又は病室を有

する病院に介護老人保健施設入居者等が併設されている場合は、当該併設介護老人保健

施設入居者等から受け入れた患者については算定できないものとする。

(８) 診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が同一保険医療機関内の地域包
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括ケア入院医療管理料を算定する病室に転棟・転床した場合については、診断群分類点数

表に定められた入院日Ⅲまでの間は、診断群分類点数表に従って診療報酬を算定する。

なお、入院日Ⅲを超えた日以降は、医科点数表に従って当該管理料を算定することとする

が、その算定期間は診療報酬の算定方法に関わらず、当該病室に 初に入室した日から起

算して60日間とする。

(９) 地域包括ケア病棟入院料等に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟等に入院した

場合には、当該病棟が一般病棟等である場合は特別入院基本料を、当該病棟が療養病棟等

である場合は療養病棟入院基本料の入院基本料Ｉを算定する。その際、地域包括ケア病棟

入院料１又は地域包括ケア入院医療管理料１の場合は療養病棟入院基本料１のＩを、地域

包括ケア病棟入院料２又は地域包括ケア入院医療管理料２の場合は療養病棟入院基本料２

のＩを算定する。この際、区分番号「Ａ１００」の注２に規定する特別入院基本料又は区

分番号「Ａ１０１」療養病棟入院基本料を算定する場合の費用の請求については、区分番

号「Ａ３０８」の回復期リハビリテーション病棟の(４)と同様であること。

Ａ３０９ 特殊疾患病棟入院料

(１) 特殊疾患病棟は、主として長期にわたり療養が必要な重度の肢体不自由児（者）、脊髄

損傷等の重度の障害者、重度の意識障害者（病因が脳卒中の後遺症の患者を含む。）、筋

ジストロフィー患者又は神経難病患者が入院する病棟であり、医療上特に必要がある場合

に限り他の病棟への患者の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明

細書の摘要欄に詳細に記載する。

(２) 特殊疾患病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、特殊疾

患病棟入院料に含まれ、別に算定できない。

(３) 特殊疾患病棟入院料を算定している患者に対して、１日５時間を超えて体外式陰圧人工

呼吸器を使用した場合は、「注２」の加算を算定できる。

(４) 「注２」に掲げる加算を算定する際に使用した酸素及び窒素の費用は、「酸素及び窒素

の価格」に定めるところによる。

(５) 「注３」に掲げる重症児（者）受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の保

険医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価し

たものであり、入院前の保険医療機関において退院支援加算３新生児特定集中治療室退院

調整加算１又は２が算定された患者を、特殊疾患病棟入院料を算定する病床において受け

入れた場合に入院初日に算定する。なお、ここでいう入院初日とは、第２部通則５に規定

する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。

(６) 「注４」に定める脳卒中を原因とする重度の意識障害によって当該病棟に入院するもの

については、区分番号「Ａ１０１」に掲げる療養病棟入院基本料における医療区分（１日

に２つ以上の区分に該当する場合には、該当するもののうち も高い点数の区分）に従い、

当該患者ごとに各医療区分に相当する所定点数を算定する。その際、当該患者の疾患及び

状態の該当する医療区分の項目について、保険医療機関において診療録等に記録する。

(７) 平成28年３月31日時点で、継続して６か月以上脳卒中を原因とする重度の意識障害によ

って特殊疾患病棟入院料を算定する病棟に病室に入院している患者であって、引き続き同

病棟に入院しているものについては、医療区分３に相当するものとみなす。なお、脳卒中

を原因とする重度の意識障害によって特殊疾患病棟入院料を算定する病棟に入院している
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第７部 リハビリテーション

＜通則＞

１ リハビリテーション医療は、基本的動作能力の回復等を目的とする理学療法や、応用的動作

能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法、言語聴覚能力の回復等を目的とした言

語聴覚療法等の治療法より構成され、いずれも実用的な日常生活における諸活動の実現を目的

として行われるものである。

２ 第１節リハビリテーション料に掲げられていないリハビリテーションのうち、簡単なリハビ

リテーションのリハビリテーション料は、算定できないものであるが、個別に行う特殊なリハ

ビリテーションのリハビリテーション料は、その都度当局に内議し、最も近似するリハビリテ

ーションとして準用が通知された算定方法により算定する。

３ 各区分におけるリハビリテーションの実施に当たっては、全ての患者の機能訓練の内容の要

点及び実施時刻（開始時刻と終了時刻）の記録を診療録等へ記載すること。

４ 区分番号「Ｈ０００」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００１」脳血管疾

患等リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００１－２」廃用症候群リハビリテーション料、区

分番号「Ｈ００２」運動器リハビリテーション料及び区分番号「Ｈ００３」呼吸器リハビリテ

ーション料（以下この部において「疾患別リハビリテーション料」という。）に掲げるリハビ

リテーション（以下この部において「疾患別リハビリテーション」という。）の実施に当たっ

ては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、別紙様式21から別紙様式21

の５までを参考にしたリハビリテーション実施計画を作成する必要がある。また、リハビリテ

ーションの開始時及びその後（疾患別リハビリテーション料の各規定の「注４」にそれぞれ規

定する場合を含む。）３か月に１回以上（特段の定めのある場合を除く。）患者に対して当該

リハビリテーション実施計画の内容を説明し、診療録にその要点を記載すること。

また、疾患別リハビリテーションを実施している患者であって、急性期又は回復期における

リハビリテーション料を算定する日数として、疾患別リハビリテーション料の各規定の「注

１」本文に規定する日数（以下「標準的算定日数」という。）を超えて継続して疾患別リハビ

リテーションを行う患者（疾患別リハビリテーション料の各規定の「注４」にそれぞれ規定す

る場合を除く。）のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断

される場合（特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の

九第一号に掲げる場合）は、継続することとなった日を診療録に記載することと併せ、継続す

ることとなった日及びその後１か月に１回以上リハビリテーション実施計画書を作成し、患者

又は家族に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付すること。なお、当該リハビリ

テーション実施計画書は、①これまでのリハビリテーションの実施状況（期間及び内容）、②

前月の状態との比較をした当月の患者の状態、③将来的な状態の到達目標を示した今後のリハ

ビリテーション計画と改善に要する見込み期間、④機能的自立度評価法（Functional Indepen

dence Measure、以下この部において「ＦＩＭ」という。)、基本的日常生活活動度（Barthel

Index、以下この部において「ＢＩ」という。）、関節の可動域、歩行速度及び運動耐用能な

どの指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由、などを記載したものであること。

４の２ 疾患別リハビリテーションを実施している患者であって、標準的算定日数を超えて継続

して疾患別リハビリテーションを行う患者（疾患別リハビリテーション料の各規定の「注４」
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にそれぞれ規定する場合を除く。）のうち、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有

効であると医学的に判断される場合（特掲診療料の施設基準等別表第九の八第二号に掲げる患

者であって、別表第九の九第二号に掲げる場合）は、継続することとなった日を診療録に記載

することと併せ、継続することとなった日及びその後３か月に１回以上、リハビリテーション

実施計画書を作成し、患者又は家族に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付する

こと。なお、当該リハビリテーション実施計画書は、①これまでのリハビリテーションの実施

状況（期間及び内容）、②前月の状態とを比較した当月の患者の状態、③今後のリハビリテー

ション計画等について記載したものであること。なお、入院中の患者以外の患者に対して、標

準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを提供する場合にあっては、介護保

険による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーショ

ン又は介護予防通所リハビリテーション（以下「介護保険によるリハビリテーション」とい

う。）の適用について適切に評価し、適用があると判断された場合にあっては、患者に説明の

上、患者の希望に基づき、介護保険によるリハビリテーションを受けるために必要な手続き等

について指導すること。

４の３ 同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーションについては、一つの保険医療機関が責任

をもって実施するべきであるが、言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーションについては、

言語聴覚療法を実施できる保険医療機関が少ないことを考慮し、当分の間、別の保険医療機関

において実施した場合であっても算定することができるものとする。また、区分番号「Ｈ００

７」障害児（者）リハビリテーション料については、その特殊性を勘案し、疾患別リハビリテ

ーション料、区分番号「Ｈ００７－２」がん患者リハビリテーション料又は区分番号「Ｈ００

７－３」認知症患者リハビリテーション料を算定している保険医療機関とは別の保険医療機関

で算定することができるものとする。

５ 疾患別リハビリテーション料の点数は、患者に対して20分以上個別療法として訓練を行った

場合（以下この部において、「１単位」という。）にのみ算定するものであり、訓練時間が１

単位に満たない場合は、基本診療料に含まれる。

６５ 届出施設である保険医療機関内において、治療、訓練の専門施設外で訓練を実施した場合

においても、疾患別リハビリテーションとみなすことができる。

また、当該保険医療機関外であっても、以下の(１)から(３)までを全て満たす場合は、１日

に３単位に限り疾患別リハビリテーションとみなすことができる。なお、訓練の前後において、

訓練場所との往復に要した時間は、当該リハビリテーションの実施時間に含まない。また、保

険医療機関外でリハビリテーションを実施する際には、訓練場所との往復を含め、常時従事者

が付き添い、必要に応じて速やかに当該保険医療機関に連絡、搬送できる体制を確保する等、

安全性に十分配慮すること。

(１) 当該保険医療機関に入院中の患者に対する訓練であること。

(２) 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ）、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、

廃用症候群リハビリテーション料（Ⅰ）、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リ

ハビリテーション料(Ⅰ)を算定するものであること。

(３) 以下の訓練のいずれかであること。

ア 移動の手段の獲得を目的として、道路の横断、エレベーター、エスカレーターの利用、

券売機、改札機の利用、バス、電車等への乗降、自動車の運転等、患者が実際に利用す
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る移動手段を用いた訓練を行うもの。

イ 特殊な器具、設備を用いた作業（旋盤作業等）を行う職業への復職の準備が必要な患

者に対し、当該器具、設備等を用いた訓練であって当該保険医療機関内で実施できない

ものを行うもの。

ウ 家事能力の獲得が必要である患者に対し、店舗における日用品の買い物、居宅におけ

る掃除、調理、洗濯等、実際の場面で家事を実施する訓練（訓練室の設備ではなく居宅

の設備を用いた訓練を必要とする特段の理由がある場合に限る。）を行うもの。

(４) 専ら当該保険医療機関の従事者が訓練を行うものであり、訓練の実施について保険外の

患者負担（公共交通機関の運賃を除く。）が発生しないものであること。

６ 疾患別リハビリテーション料の点数は、患者に対して20分以上個別療法として訓練を行った

場合（以下この部において、「１単位」という。）にのみ算定するものであり、訓練時間が１

単位に満たない場合は、基本診療料に含まれる。

７ 疾患別リハビリテーション料は、患者１人につき１日合計６単位（別に厚生労働大臣が定め

る患者については１日合計９単位）に限り算定できる。

当該別に厚生労働大臣が定める患者のうち「入院中の患者であって、その入院する病棟等に

おいて早期歩行、ＡＤＬの自立等を目的として区分番号「Ｈ０００」心大血管疾患リハビリテ

ーション料(Ⅰ）、区分番号「Ｈ００１」脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、区分番号

「Ｈ００１－２」廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、区分番号「Ｈ００２」運動器リハビ

リテーション料(Ⅰ)又は区分番号「Ｈ００３」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するも

の」とは、訓練室以外の病棟等（屋外を含む。）において、早期歩行自立及び実用的な日常生

活における諸活動の自立を目的として、実用歩行訓練・日常生活活動訓練が行われた患者であ

ること。ただし、平行棒内歩行、基本的動作訓練としての歩行訓練、座位保持訓練等のみを行

っている患者については含まれない。

８ 疾患別リハビリテーション料は、患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当す

る疾患別リハビリテーション料を算定する。ただし、当該患者が病態の異なる複数の疾患を持

つ場合には、必要に応じ、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーション料を算定できる。

例えば、疾患別リハビリテーション料のいずれかを算定中に、新たな疾患が発症し、新たに他

の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合には、新たな疾患の発症日等をもって

他の疾患別リハビリテーションの起算日として、それぞれの疾患別リハビリテーション料を算

定することができる。この場合においても、１日の算定単位数は前項の規定による。

９ 疾患別リハビリテーションを実施する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、疾患名及び当該

疾患の治療開始日又は発症日、手術日又は急性増悪（当該疾患別リハビリテーションの対象と

なる疾患の増悪等により、１週間以内にＦＩＭ又はＢＩが10以上低下するような状態等に該当

する場合をいう。以下この部において同じ。）の日（以下この部において「発症日等」とい

う。）を記載すること。また、標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを

行う患者（疾患別リハビリテーション料の各規定の「注４」にそれぞれ規定する場合を除

く。）のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合

（特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に

掲げる場合）は、①これまでのリハビリテーションの実施状況（期間及び内容）、②前月の状

態との比較をした当月の患者の状態、③将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテー
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ション計画と改善に要する見込み期間、④ＦＩＭ、ＢＩ、関節の可動域、歩行速度及び運動耐

用能などの指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由を摘要欄に記載すること。

ただし、リハビリテーション実施計画書を作成した月にあっては、改善に要する見込み期間と

リハビリテーション継続の理由を摘要欄に記載した上で、当該計画書の写しを添付することで

も差し支えない。なお、継続の理由については、具体的には次の例を参考にして記載すること。

本患者は、2008年９月21日に脳出血を発症し、同日開頭血腫除去術を施行した。右片麻

痺を認めたが、術後に敗血症を合併したため、積極的なリハビリテーションが実施できる

ようになったのは術後40日目からであった。2009年２月中旬まで１日５単位週４日程度の

リハビリテーションを実施し、ＢＩは45点から65点に改善を認めた。３月末に標準的算定

日数を超えるが、ＢＩの改善を引き続き認めており、リハビリテーションの開始が合併症

のために遅れたことを考えると、１か月程度のリハビリテーション継続により、更なる改

善が見込めると判断される。

第１節 リハビリテーション料

Ｈ０００ 心大血管疾患リハビリテーション料

(１) 心大血管疾患リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して

いるものとして地方厚生（支）局長に届出を行った保険医療機関において算定するもので

あり、心機能の回復、当該疾患の再発予防等を図るために、心肺機能の評価による適切な

運動処方に基づき運動療法等を個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお、関係学

会により周知されている「心疾患における運動療法に関するガイドライン」（Circulatio

n Journal Vol.66,Supple.Ⅳ，2002：1194）「心血管疾患におけるリハビリテーションに

関するガイドライン（2012年改訂版）」に基づいて実施すること。

(２) 心大血管疾患リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表

第九の四に掲げる対象患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別

に心大血管疾患リハビリテーションが必要であると認めるものであること。

ア 急性発症した心大血管疾患又は心大血管疾患の手術後の患者とは、急性心筋梗塞、狭

心症、開心術後、大血管疾患（大動脈解離、解離性大動脈瘤、大血管術後）のものをい

う。なお、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)を算定する場合、急性心筋梗塞及び

大血管疾患は発症後（手術を実施した場合は手術後）１月以上経過したものに限る。

イ 慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管の疾患により、一定程度以

上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者とは、

(イ) 慢性心不全であって、左室駆出率40％以下、最高酸素摂取量が基準値80％以下又

はヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド（ＢＮＰ）が80pg/mL以上の状態のもの

(ロ) 末梢動脈閉塞性疾患であって、間欠性跛行を呈する状態のものをいう。

(３) 心大血管疾患リハビリテーション料の標準的な実施時間は、１回１時間（３単位）程度

とするが、入院中の患者以外の患者については、１日当たり１時間（３単位）以上、１週

３時間（９単位）を標準とする。

(４) 心大血管疾患リハビリテーションは、専任の医師の指導管理の下に実施することとする。

この場合、医師が直接監視を行うか、又は医師が同一建物内において直接監視をしている
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他の従事者と常時連絡が取れる状態かつ緊急事態に即時的に対応できる態勢であること。

また、専任の医師は定期的な心機能チェックの下に、運動処方を含むリハビリテーション

の実施計画を作成し、診療録に記載すること。この場合、入院中の患者については、当該

療法を担当する医師又は理学療法士、作業療法士及び看護師の１人当たりの患者数は、そ

れぞれ１回15人程度、１回５人程度とし、入院中の患者以外の患者については、それぞれ、

１回20人程度、１回８人程度とする。

(５) 当該リハビリテーションと他の疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション

療法を同一の従事者が行う場合、心大血管疾患リハビリテーションに実際に従事した時間

20分を１単位としてみなした上で、他の疾患別リハビリテーション等の実施単位数を足し

た値が、従事者１人につき１日18単位を標準とし、週108単位までとする。

(６) 心大血管疾患リハビリテーション料の所定点数には、心大血管疾患リハビリテーション

に付随する同一日に行われる区分番号「Ｄ２０８」に掲げる心電図検査、区分番号「Ｄ２

０９」に掲げる負荷心電図検査及び区分番号「Ｄ２２０」に掲げる呼吸心拍監視、新生児

心拍・呼吸監視、カルジオスコープ（ハートスコープ）、カルジオタコスコープの費用が

含まれる。

(７) 標準的算定日数を超えた患者については、「注４」に規定するとおり、１月に13単位に

限り心大血管疾患リハビリテーション料の所定点数を算定できる。なお、その際、入院中

の患者以外の患者にあっては、介護保険によるリハビリテーションの適用があるかについ

て、適切に評価し、患者の希望に基づき、介護保険によるリハビリテーションサービスを

受けるために必要な支援を行うこと。ただし、特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲

げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合については、標準的算定日数を超えた場合

であっても、標準的算定日数内の期間と同様に算定できるものである。なお、その留意事

項は以下のとおりである。

ア 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する「その他別表第九の四から別

表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必

要であると医学的に認められるもの」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定

する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できる

と医学的に認められる者をいうものである。

イ 特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する「加齢に伴って生ずる心身の変化に

起因する疾病の者」とは、要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者であって、そ

の要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第７

条第３項第２号に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。

(８) 「注２」に掲げる加算は、当該施設における心大血管疾患に対する治療開始後早期から

のリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して１単

位以上の個別療法を行った場合に算定できる。また、訓練室以外の病棟等（ベッドサイ

ドを含む。）で実施した場合においても算定することができる。特掲診療料の施設基準

等別表第九の四第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪した

ものを除き、「注２」に掲げる加算は算定できない。ただし、平成28年３月31日以前か

ら当該加算を算定している患者については、当該加算の算定を開始した日から起算して

30日の間に限り算定できる。
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(９) 「注３」に掲げる加算は、当該施設における心大血管疾患に対する治療開始後、より早

期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対し

て「注２」に掲げる加算と別に算定することができる。特掲診療料の施設基準等別表第

九の四第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪したものを除

き、「注３」に掲げる加算は算定できない。ただし、平成28年３月31日以前から当該加

算を算定している患者については、当該加算の算定を開始した日から起算して14日の間

に限り算定できる。

(10) 「注４」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者について、

月の途中で標準的算定日数を超える場合においては、当該月における標準的算定日数を

超えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが13単位以下であること。

(11) 訓練を実施する場合、患者一人につき概ね３平方メートル以上の面積を確保すること。

Ｈ００１ 脳血管疾患等リハビリテーション料

(１) 脳血管疾患等リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して

いるものとして地方厚生（支）局長に届出を行った保険医療機関において算定するもので

あり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図る

ために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、

社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行っ

た場合又は言語聴覚機能に障害を持つ患者に対して言語機能若しくは聴覚機能に係る訓練

を行った場合に算定する。なお、マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合

には第２章特掲診療料第９部処置の項により算定する。

(２) 脳血管疾患等リハビリテーション料のイに掲げる「ロ以外の場合」の対象となる患者は、

特掲診療料の施設基準等別表第九の五に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当する

ものをいい、医師が脳血管疾患等リハビリテーションが必要であると認めるものである。

ア 急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者とは、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、

脳外傷、脳炎、急性脳症（低酸素脳症等）、髄膜炎等のものをいう。

イ 急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者とは、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍、

脳腫瘍摘出術などの開頭術後、てんかん重積発作等のものをいう。

ウ 神経疾患とは、多発性神経炎（ギランバレー症候群等）、多発性硬化症、末梢神経障

害（顔面神経麻痺等）等をいう。

エ 慢性の神経筋疾患とは、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、運動ニューロン疾患（筋

萎縮性側索硬化症）、遺伝性運動感覚ニューロパチー、末梢神経障害、皮膚筋炎、多発

性筋炎等をいう。

オ 失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者

カ 難聴や人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者とは、音声障害、

構音障害、言語発達障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳植込手術等に

伴う聴覚・言語機能の障害を持つ患者をいう。

キ 顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者

ク リハビリテーションを要する状態であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作

能力、言語聴覚能力の低下及び日常生活能力の低下を来しているものとは、脳性麻痺等

に伴う先天性の発達障害等の患者であって、治療開始時のＦＩＭ115以下、ＢＩ85以下
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の状態等のものをいう。

(３) 脳血管疾患等リハビリテーション料のロに掲げる「廃用症候群の場合」の対象となる患

者は、外科手術又は肺炎等の治療時の安静による廃用症候群の患者であって、治療開始時

において、ＦＩＭ115以下、ＢＩ85以下の状態等のものをいう。ただし、区分番号「Ｈ０

００」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００２」運動器リハビリテーシ

ョン料、区分番号「Ｈ００３」呼吸器リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００７」障害

児（者）リハビリテーション料又は区分番号「Ｈ００７－２」がん患者リハビリテーショ

ン料の対象となる患者を除く。

(３４) 脳血管疾患等リハビリテーション料の所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハ

ビリテーションに付随する諸検査が含まれる。

(５) 急性増悪とは、脳血管疾患等リハビリテーション料の対象となる疾患の増悪等により、

１週間以内にＦＩＭ得点又はＢＩが10以上低下するような状態等に該当する場合をいう。

(４６) 脳血管疾患等リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士の監視下に行われたものについて算定する。また専任の医師が、直接訓

練を実施した場合にあっても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と

同様に算定できる。

(５７) 脳血管疾患等リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、１人の従事

者が１人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と患者が１対１で行うものとする。

なお、当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者１人につき１日18単位を標準と

し、週108単位までとする。ただし、１日24単位を上限とする。また、当該実施単位数は、

他の疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた

単位数であること。この場合にあって、当該従事者が心大血管疾患リハビリテーションを

実施する場合には、実際に心大血管疾患リハビリテーションに従事した時間20分を１単位

とみなした上で計算するものとする。

(６８) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行った保険医療機関（専従する常勤

の理学療法士が２人以上勤務しているものに限る。）又は脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関（専従する常勤の理学療法士が勤務している場合に

限る。）において、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士以外に、運動療法機能訓練技

能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧

師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理

学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって、

(１)から(５７)までのいずれにも該当する場合に限り、脳血管疾患等リハビリテーション

料(Ⅲ)の所定点数を算定できる。

(７９) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)又は(Ⅲ)を届け出ている施設で、看護師、あ

ん摩マッサージ指圧師等、理学療法士以外の従事者が理学療法を行う場合については、理

学療法士は医師の指導監督の下に訓練を受ける患者の運動機能訓練の内容等を的確に把握

すること。

(８) 「注１」に規定する標準的算定日数は、発症、手術又は急性増悪の日が明確な場合はそ

の日から180日以内、それ以外の場合は最初に当該疾患の診断がされた日から180日以内と
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する。

(９10) 標準的算定日数を超えた患者については、「注４」に規定するとおり、１月に13単位

に限り脳血管疾患等リハビリテーション料の所定点数を算定できる。なお、その際、入院

中の患者以外の患者にあっては、介護保険によるリハビリテーションの適用があるかにつ

いて、適切に評価し、患者の希望に基づき、介護保険によるリハビリテーションサービス

を受けるために必要な支援を行うこと。また、当該患者が介護保険法第62条に規定する要

介護被保険者等である場合には、「注４」に規定する点数をそれぞれの区分に従い算定す

る。ただし、特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九

に掲げる場合については、標準的算定日数を超えた場合であっても、標準的算定日数内の

期間と同様に算定できるものである。なお、その留意事項は以下のとおりである。

ア 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する「その他別表第九の四から別

表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必

要であると医学的に認められるもの」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定

する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できる

と医学的に認められるものをいうものである。

イ 特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する「加齢に伴って生ずる心身の変化に

起因する疾病の者」とは、要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者であって、そ

の要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第７

条第３項第２号に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。

(11) 廃用症候群に該当するものとして脳血管疾患等リハビリテーション料を算定する場合は、

廃用症候群に係る評価表（別紙様式22）を用いて、月ごとに評価し、診療報酬明細書に添

付する又は同様の情報を摘要欄に記載するとともに、その写しを診療録に添付すること。

(1012) 「注２」に掲げる加算は、当該施設における脳血管疾患等に対する発症、手術又は急

性増悪後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患

者又は入院中の患者以外の患者（脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院したも

の又は他の保険医療機関を退院したもの（区分番号「Ａ２４６Ｂ００５－２」注４の地域

連携診療計画加算管理料又は区分番号「Ｂ００５－３」地域連携診療計画退院時指導料

(Ⅰ)を算定した患者に限る。）に限る。）に対して１単位以上の個別療法を行った場合に

算定できる。また、入院中の患者については、訓練室以外の病棟（ベッドサイドを含む）

で実施した場合においても算定することができる。なお、特掲診療料の施設基準等別表第

九の五第三、四、六及び七号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪

したものを除き、「注２」に掲げる加算は算定できない。ただし、平成28年３月31日以前

から当該加算を算定している患者については、当該加算の算定を開始した日から起算して

30日の間に限り算定できる。

(1113) 「注３」に掲げる加算は、当該施設における脳血管疾患等に対する発症、手術又は急

性増悪後、より早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、「注

２」に掲げる加算とは別に算定することができる。また、当該加算の対象患者は、入院中

の患者又は入院中の患者以外の患者（脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院し

たもの又は他の保険医療機関を退院したもの（区分番号「Ａ２４６Ｂ００５－２」注４の

地域連携診療計画加算管理料又は区分番号「Ｂ００５－３」地域連携診療計画退院時指導
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料(Ⅰ)を算定した患者に限る。）に限る。）である。なお、特掲診療料の施設基準等別表

第九の五第三、四、六及び七号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増

悪したものを除き、「注３」に掲げる加算は算定できない。ただし、平成28年３月31日以

前から当該加算を算定している患者については、当該加算の算定を開始した日から起算し

て14日の間に限り算定できる。

(1214) 入院中の患者以外の患者（脳卒中の患者であって他の保険医療機関を退院したもの）

が「注２」又は「注３」に掲げる加算を算定する場合にあっては、区分番号「Ａ２４６Ｂ

００５－２」注４の地域連携診療計画加算管理料又は区分番号「Ｂ００５－３」地域連携

診療計画退院時指導料(Ⅰ)の算定患者である旨を、診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(1315) 「注４」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者につい

て、月の途中で標準的算定日数を超える場合においては、当該月における標準的算定日数

を超えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが13単位以下であること。なお、

介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等のうち入院中の患者以外の患者については、

原則として平成3028年４月１日以降は「注４」の対象とはならないものとする。

(1416) 「注５」に規定する過去１年間に介護保険における通所リハビリテーション又は介護

予防通所リハビリテーションを実施した実績のない保険医療機関が、入院中の患者以外の

患者に対して実施する場合は、「注４」に掲げる点数の100分の8090に相当する点数によ

り算定する。

(15) 「注６」 における「所定点数」とは、「注１」から「注５」までを適用して算出した

点数である。

Ｈ００１－２ 廃用症候群リハビリテーション料

(１) 廃用症候群リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している保

険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日

常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活

動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を

組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお、マッサージや温熱療法な

どの物理療法のみを行った場合には第２章特掲診療料第９部処置の項により算定する。

(２) 廃用症候群リハビリテーション料の対象となる患者は、急性疾患等に伴う安静（治療の

有無を問わない）による廃用症候群であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能

力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものであること。「一定程度以上

の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているも

の」とは、治療開始時において、ＦＩＭ 115以下、ＢＩ 85以下の状態等のものをいう。

区分番号「Ｈ０００」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００２」運動器

リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００３」呼吸器リハビリテーション料、区分番号

「Ｈ００７」障害児（者）リハビリテーション料又は区分番号「Ｈ００７－２」がん患者

リハビリテーション料の対象となる患者が廃用症候群を合併している場合、廃用症候群に

関連する症状に対してリハビリテーションを行った場合は、廃用症候群リハビリテーショ

ン料により算定する。

(３) 廃用症候群リハビリテーション料の所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビリ

テーションに付随する諸検査が含まれる。
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(４) 廃用症候群リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士の監視下に行われたものについて算定する。また、専任の医師が、直接訓練

を実施した場合にあっても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と同

様に算定できる。

(５) 廃用症候群リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、１人の従事者が

１人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と患者が１対１で行うものとする。

なお、当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者１人につき１日18単位を標準と

し、週108単位までとする。ただし、１日24単位を上限とする。また、当該実施単位数は、

他の疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた

単位数であること。この場合にあって、当該従事者が心大血管疾患リハビリテーションを

実施する場合には、実際に心大血管疾患リハビリテーションに従事した時間20分を１単位

とみなした上で計算するものとする。

(６) 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行った保険医療機関（専従する常勤の理

学療法士が２人以上勤務しているものに限る。）又は廃用症候群リハビリテーション料

(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関（専従する常勤の理学療法士が勤務している場合に限

る。）において、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士以外に、運動療法機能訓練技能

講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師

等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学

療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって、(１)

から(５)までのいずれにも該当する場合に限り、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)の

所定点数を算定できる。

(７) 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)又は(Ⅲ)を届け出ている施設で、看護師、あん摩

マッサージ指圧師等、理学療法士以外の従事者が理学療法を行う場合については、理学療

法士は医師の指導監督の下に訓練を受ける患者の運動機能訓練の内容等を的確に把握する

こと。

(８) 標準的算定日数を超えた患者については、「注４」に規定するとおり、１月に13単位に

限り廃用症候群リハビリテーション料の所定点数を算定できる。なお、その際、入院中の

患者以外の患者にあっては、介護保険によるリハビリテーションの適用があるかについて、

適切に評価し、患者の希望に基づき、介護保険によるリハビリテーションサービスを受け

るために必要な支援を行うこと。また、当該患者が介護保険法第62条に規定する要介護被

保険者等である場合には、「注４」に規定する点数をそれぞれの区分に従い算定する。た

だし、特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げ

る場合については、標準的算定日数を超えた場合であっても、標準的算定日数内の期間と

同様に算定できるものである。なお、その留意事項は以下のとおりである。

ア 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する「その他別表第九の四から別

表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必

要であると医学的に認められるもの」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定

する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できる

と医学的に認められるものをいうものである。
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イ 特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する「加齢に伴って生ずる心身の変化に

起因する疾病の者」とは、要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者であって、そ

の要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第７

条第３項第２号に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。

(９) 廃用症候群リハビリテーション料を算定する場合は、廃用症候群に係る評価表（別紙様

式22）を用いて、月ごとに評価し、診療報酬明細書に添付する又は同様の情報を摘要欄に

記載するとともに、その写しを診療録に添付すること。

(10) 「注２」に掲げる加算は、当該施設における急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪

又は廃用症候群に係る急性増悪後早期からのリハビリテーションの実施について評価した

ものであり、入院中の患者に対して１単位以上の個別療法を行った場合に算定できる。ま

た、訓練室以外の病棟（ベッドサイドを含む。）で実施した場合においても算定すること

ができる。

(11) 「注３」に掲げる加算は、当該施設における急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪

又は廃用症候群に係る急性増悪後、より早期からのリハビリテーションの実施について評

価したものであり、入院中の患者に対して「注２」に掲げる加算とは別に算定することが

できる。

(12) 「注４」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者について、

月の途中で標準的算定日数を超える場合においては、当該月における標準的算定日数を超

えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが13単位以下であること。

なお、介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等のうち入院中の患者以外の患者に

ついては、原則として平成30年４月１日以降は「注４」の対象とはならないものとする。

(13) 「注５」に規定する過去１年間に介護保険における通所リハビリテーション又は介護予

防通所リハビリテーションを実施した実績のない保険医療機関が、入院中の患者以外の患

者に対して実施する場合は、「注４」に掲げる点数の100分の80に相当する点数により算

定する。

(14) 「注６」 における「所定点数」とは、「注１」から「注５」までを適用して算出した

点数である。

Ｈ００２ 運動器リハビリテーション料

(１) 運動器リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも

のとして地方厚生（支）局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、

基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、

種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的

適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合

に算定する。なお、マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には第２章特

掲診療料第９部処置の項により算定する。

(２) 運動器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の

六に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に運動器リ

ハビリテーションが必要であると認めるものである。

ア 急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複合損傷（骨、筋・

腱・靭帯、神経、血管のうち３種類以上の複合損傷）、脊椎損傷による四肢麻痺（１肢
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以上）、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断（義肢）、運動器の悪性腫瘍等のも

のをいう。

イ 慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能の低下及び日常生活能力の低下を

来している患者とは、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、

運動器不安定症等のものをいう。

(３) 運動器リハビリテーション料の所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビリテー

ションに付随する諸検査が含まれる。

(４) 運動器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士又は作業療法士の監

視下により行われたものについて算定する。また専任の医師が、直接訓練を実施した場合

にあっても、理学療法士又は作業療法士が実施した場合と同様に算定できる。

(５) 運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、１人の従事者が１人

の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療

法士又は作業療法士と患者が１対１で行うものとする。

なお、当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者１人につき１日18単位を標準と

し、週108単位までとする。ただし、１日24単位を上限とする。また、当該実施単位数は、

他の疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた

単位数であること。この場合にあって、当該従事者が心大血管疾患リハビリテーションを

実施する場合には、実際に心大血管疾患リハビリテーションに従事した時間20分を１単位

とみなした上で計算するものとする。

(６) 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関（専従する常勤の理学療

法士が勤務している場合に限る。）において、理学療法士及び作業療法士以外に、運動療

法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マ

ッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、

医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合で

あって(１)から(５)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料

(Ⅲ)の所定点数を算定できる。

(７) 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及

び作業療法士以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッ

サージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、

医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合で

あって(１)から(５)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料

(Ⅲ)の所定点数を算定できる。

(８) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及

び作業療法士以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッ

サージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、

医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合で

あって(１)から(５)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料

(Ⅲ)の所定点数を算定できる。

(９) 「注１」に規定する標準的算定日数は、発症、手術又は急性増悪の日が明確な場合はそ

の日から150日以内、それ以外の場合は最初に当該疾患の診断がされた日から150日以内
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とする。

(10９) 標準的算定日数を超えた患者については、「注４」に規定するとおり、１月13単位に

限り運動器リハビリテーション料の所定点数を算定できる。なお、その際、入院中の患者

以外の患者にあっては、介護保険によるリハビリテーションの適用があるかについて、適

切に評価し、患者の希望に基づき、介護保険によるリハビリテーションサービスを受ける

ために必要な支援を行うこと。また、当該患者が介護保険法第62条に規定する要介護被保

険者等である場合には、「注４」に規定する点数をそれぞれの区分に従い算定する。ただ

し、特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げる

場合については、標準的算定日数を超えた場合であっても、標準的算定日数内の期間と同

様に算定できるものである。なお、その留意事項は以下のとおりである。

ア 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する「その他別表第九の四から別

表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必

要であると医学的に認められるもの」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定

する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できる

と医学的に認められるものをいうものである。

イ 特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する「加齢に伴って生ずる心身の変化に

起因する疾病の者」とは、要介護状態又は要支援状態にある４０歳以上の者であって、

その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第

７条第３項第２号に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。

(1110) 「注２」に掲げる加算は、当該施設における運動器疾患に対する発症、手術又は急性

増悪後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患

者又は入院中の患者以外の患者（大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を

退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの（区分番号「Ａ２４６Ｂ００５－

２」注４の地域連携診療計画加算管理料又は区分番号「Ｂ００５－３」地域連携診療計

画退院時指導料(Ⅰ)を算定した患者に限る。）に限る。）に対して１単位以上の個別療

法を行った場合に算定できる。また、入院中の患者については、訓練室以外の病棟（ベ

ッドサイドを含む）で実施した場合においても算定することができる。なお、特掲診療

料の施設基準等別表第九の六第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び

急性増悪したものを除き、「注２」に掲げる加算は算定できない。ただし、平成28年３

月31日以前から当該加算を算定している患者については、当該加算の算定を開始した日

から起算して30日の間に限り算定できる。

(1211) 「注３」に掲げる加算は、当該施設における運動器疾患に対する発症、手術又は急性

増悪後、より早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、「注

２」に掲げる加算とは別に算定することができる。また、当該加算の対象患者は、入院

中の患者又は入院中の患者以外の患者（大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療

機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの（区分番号「Ａ２４６Ｂ００

５－２」注４の地域連携診療計画加算管理料又は区分番号「Ｂ００５－３」地域連携診

療計画退院時指導料(Ⅰ)を算定した患者に限る。）に限る。）である。なお、特掲診療

料の施設基準等別表第九の六第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び

急性増悪したものを除き、「注３」に掲げる加算は算定できない。ただし、平成28年３
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月31日以前から当該加算を算定している患者については、当該加算の算定を開始した日

から起算して14日の間に限り算定できる。

(1312) 入院中の患者以外の患者（大腿骨頸部骨折の患者であって他の保険医療機関を退院し

たもの）が「注２」又は「注３」に掲げる加算を算定する場合にあっては、区分番号

「Ａ２４６Ｂ００５－２」注４の地域連携診療計画加算管理料又は区分番号「Ｂ００５

－３」地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)の算定患者である旨を、診療報酬明細書の摘

要欄に記載する。

(1413) 「注４」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者につい

て、月の途中で標準的算定日数を超えた場合においては、当該月における標準的算定日

数を超えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが13単位以下であること。な

お、介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等のうち、入院中の患者以外のものに

ついては、原則として平成3028年４月１日以降は「注４」の対象とはならないものとす

る。

(1514) 「注５」に規定する過去１年間に介護保険における通所リハビリテーション又は介護

予防通所リハビリテーションを実施した実績のない保険医療機関が、入院中の患者以外

の患者に対して実施する場合は、「注４」に掲げる点数の100分の8090に相当する点数に

より算定する。

(16) 「注６」 における「所定点数」とは、「注１」から「注５」までを適用して算出した

点数である。

Ｈ００３ 呼吸器リハビリテーション料

(１) 呼吸器リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも

のとして地方厚生（支）局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、

呼吸訓練や種々の運動療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。

(２) 呼吸器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の

七に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に呼吸器リ

ハビリテーションが必要であると認めるものである。

ア 急性発症した呼吸器疾患の患者とは、肺炎、無気肺等のものをいう。

イ 肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者とは、肺腫瘍、胸部外傷、

肺塞栓、肺移植手術、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）に対するＬＶＲＳ（Lung volume

reduction surgery）等の呼吸器疾患又はその手術後の患者をいう。

ウ 慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来

している患者とは、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）、気管支喘息、気管支拡張症、間質

性肺炎、塵肺、びまん性汎気管支炎（ＤＰＢ）、神経筋疾患で呼吸不全を伴う患者、気

管切開下の患者、人工呼吸管理下の患者、肺結核後遺症等のものであって、次の(イ)か

ら(ハ)までのいずれかに該当する状態であるものをいう。

(イ) 息切れスケール（Medical Research Council Scale）で２以上の呼吸困難を有す

る状態

(ロ) 慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）で日本呼吸器学会の重症度分類のⅡ以上の状態

(ハ) 呼吸障害による歩行機能低下や日常生活活動度の低下により日常生活に支障を来

す状態
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エ 食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌等の手術前後の呼吸機能訓練を要する患者とは、

食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌等の患者であって、これらの疾患に係る手術日から

概ね１週間前の患者及び手術後の患者で呼吸機能訓練を行うことで術後の経過が良好に

なることが医学的に期待できる患者のことをいう。

(３) 呼吸器リハビリテーション料の所定点数には、区分番号「Ｄ２００」から「Ｄ２０４」

までに掲げる呼吸機能検査等、区分番号「Ｄ２２３」経皮的動脈血酸素飽和度測定及びそ

の他のリハビリテーションに付随する諸検査及び呼吸機能訓練と同時に行った区分番号

「Ｊ０２４」酸素吸入の費用が含まれる。

(４) 呼吸器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下で行われるものであり、理学療法

士又は作業療法士の監視下に行われたものについて算定する。また、専任の医師が、直接

訓練を実施した場合にあっても、理学療法士又は作業療法士が実施した場合と同様に算定

できる。

(５) 呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、１人の従事者が１人

の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療

法士又は作業療法士と患者が１対１で行うものとする。

なお、当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者１人につき１日18単位を標準と

し、週108単位までとする。ただし、１日24単位を上限とする。また、当該実施単位数は、

他の疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた

単位数であること。この場合にあって、当該従事者が心大血管疾患リハビリテーションを

実施する場合には、実際に心大血管疾患リハビリテーションに従事した時間20分を１単位

とみなした上で計算するものとする。

(６) 標準的算定日数を超えた患者については、「注４」に規定するとおり、１月に13単位に

限り呼吸器リハビリテーション料の所定点数が算定できる。なお、その際、入院中の患者

以外の患者にあっては、介護保険によるリハビリテーションの適用があるかについて、適

切に評価し、患者の希望に基づき、介護保険によるリハビリテーションサービスを受ける

ために必要な支援を行うこと。ただし、特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患

者であって、別表第九の九に掲げる場合については、標準的算定日数を超えた場合であっ

ても、標準的算定日数内の期間と同様に算定できるものである。なお、その留意事項は以

下のとおりである。

ア 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する「その他別表第九の四から別

表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必

要であると医学的に認められるもの」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定

する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できる

と医学的に認められるものをいうものである。

イ 特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する「加齢に伴って生ずる心身の変化に

起因する疾病の者」とは、要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者であって、そ

の要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第７

条第３項第２号に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。

(７) 「注２」に掲げる加算は、当該施設における呼吸器疾患の発症、手術若しくは急性増悪

又は当該疾患に対する治療開始後早期からのリハビリテーションの実施について評価した
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ものであり、入院中の患者に対して１単位以上の個別療法を行った場合に算定できる。ま

た、訓練室以外の病棟（ベッドサイドを含む。）で実施した場合においても算定すること

ができる。なお、特掲診療料の施設基準等別表第九の七第三号に掲げる患者については、

急性増悪したものを除き、「注２」に掲げる加算は算定できない。ただし、平成28年３月

31日以前から当該加算を算定している患者については、当該加算の算定を開始した日から

起算して30日の間に限り算定できる。

(８) 「注３」に掲げる加算は、当該施設における呼吸器疾患の発症、手術若しくは急性増悪

又は当該疾患に対する治療開始後、より早期からのリハビリテーションの実施について評

価したものであり、入院中の患者に対して「注２」に掲げる加算とは別に算定することが

できる。なお、特掲診療料の施設基準等別表第九の七第三号に掲げる患者については、急

性増悪したものを除き、「注３」に掲げる加算は算定できない。ただし、平成28年３月31

日以前から当該加算を算定している患者については、当該加算の算定を開始した日から起

算して14日の間に限り算定できる。

(９) 「注４」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者について、

月の途中で標準的算定日数を超えた場合においては、当該月における標準的算定日数を超

えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが13単位以下であること。

Ｈ００３－２ リハビリテーション総合計画評価料

(１) リハビリテーション総合計画評価料は、定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業

能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福

祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行

ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定す

る。

(２) 医師及びその他の従事者は、共同してリハビリテーション総合実施計画書（別紙様式23

から別紙様式23の４まで又はこれに準じた様式）を作成し、その内容を患者に説明の上交

付するとともに、その写しを診療録に添付する。

(３) 「注２」に掲げる入院時訪問指導加算は、区分番号「Ａ３０８」回復期リハビリテーシ

ョン病棟入院料を算定する患者について、当該病棟への入院日前７日以内又は入院後７日

以内に患者の同意を得て、保険医、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のう

ち１名以上が、必要に応じて社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士等と協力して、退

院後生活する患家等を訪問し、患者の病状、退院後生活する住環境（家屋構造、室内の段

差、手すりの場所、近隣の店までの距離等）、家族の状況、患者及び家族の住環境に関す

る希望等の情報収集及び評価を行った上で、リハビリテーション総合実施計画を作成した

場合に、入院中に１回に限り算定する。

(４) 当該加算を算定する場合には、入院前に訪問した場合は入院した日の属する月に算定し、

入院後に訪問した場合は訪問日の属する月に算定すること。

(５) なお、ここでいう退院後生活する患家等には、他の保険医療機関、介護老人保健施設又

は当該加算を算定する保険医療機関に併設されている介護保険施設等は含まれない。

(６) 当該加算を算定する場合には、別紙様式42又はこれに準ずる様式を用いて評価書を作成

するとともに、その写しを診療録に添付すること。

Ｈ００３－３ リハビリテーション総合計画提供料
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(１) リハビリテーション総合計画提供料は、入院中に区分番号「Ｈ００３－２」リハビリテ

ーション総合計画評価料を算定した患者であって、退院時に区分番号「Ａ２４６Ｂ００５

－２」注４の地域連携診療計画加算管理料又は区分番号「Ｂ００５－３」地域連携診療計

画退院時指導料(Ⅰ)を算定した者について、患者の同意を得た上で、退院後の外来におけ

るリハビリテーションを担う他の保険医療機関に対してリハビリテーション総合実施計画

を文書により提供した場合に算定する。なお、当該患者が他の保険医療機関に入院を伴う

転院をした場合は算定できない。

(２) 他の保険医療機関に提供した文書の写しを診療録に添付すること。

Ｈ００３－４ 目標設定等支援・管理料

(１) 目標設定等支援・管理料は、要介護被保険者等に対するリハビリテーションの実施にお

いて、定期的な医師の診察、運動機能検査又は作業能力検査等の結果、患者との面接等に

基づき、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が

患者と共同して、個々の患者の特性に応じたリハビリテーションの目標設定と方向付けを

行い、またその進捗を管理した場合に算定する。

(２) 医師及びその他の従事者は、共同して目標設定等支援・管理シート（別紙様式23の５又

はこれに準じた様式）を作成し、患者に交付し、その写しを診療録に添付すること。

(３) 医師は、作成した目標設定等支援・管理シートに基づき、少なくとも次に掲げる内容に

ついて、医師が患者又は患者の看護に当たる家族等（以下この区分番号において「患者

等」という。）に対して説明すること。また、説明を受けた患者等の反応を踏まえ、必要

に応じて適宜、リハビリテーションの内容を見直すこと。

ア 説明時点までの経過

イ 当該保険医療機関における治療開始時及び説明時点のＡＤＬ評価（ＢＩ又はＦＩＭに

よる評価の得点及びその内訳を含む。）

ウ 説明時点における患者の機能予後の見通し

エ 当該患者の生きがい、価値観等に対する医師及びその他の従事者の理解や認識及びウ

の機能予後の見通し等を踏まえ、どのような活動、社会参加の実現を目指してリハビリ

テーションを行っているか又は行う予定か。

オ 現在実施している、又は今後実施する予定のリハビリテーションが、それぞれエの目

標にどのように関係するか。

(４) 医師は、(３)の説明について、その内容、当該説明を患者等がどのように受け止め、ど

のように反応したかについて診療録に記載すること。

(５) 当該患者が、以後、介護保険によるリハビリテーション等のサービスの利用が必要と思

われる場合には、必要に応じて介護支援専門員と協力して、患者等に介護保険による訪問

リハビリテーション、通所リハビリテーション等を提供する事業所（当該保険医療機関を

含む。）を紹介し、見学、体験（入院中の患者以外の患者に限る。）を提案すること。

Ｈ００４ 摂食機能療法

(１) 摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診

療計画書に基づき、医師又は歯科医師若しくは医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、

看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が１回につき30分以上訓練指

導を行った場合に限り算定する。なお、摂食機能障害者とは、以下のいずれかに該当する
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患者をいう。

ア 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に

障害があるもの

イ 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるも

のであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるものをいう。

(２) 摂食機能療法の実施に当たっては、実施計画を作成し、医師は定期的な摂食機能検査を

もとに、その効果判定を行う必要がある。なお、訓練内容及び治療開始日を診療録に記載

すること。

(３) 摂食機能療法を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に疾患名及び当該疾患に係る

摂食機能療法の治療開始日を記載すること。

(４) 医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師又は歯科衛生士が行う嚥

下訓練は、摂食機能療法として算定できる。

(５) 「注２」に掲げる経口摂取回復促進加算１又は２は、別に厚生労働大臣が定める施設基

準に適合しているものとして地方厚生（支）局長に届出を行った保険医療機関において、

鼻腔栄養を実施している患者（経口摂取回復促進加算１を算定する場合に限る。）又は胃

瘻を造設している患者に対して、摂食機能療法を実施した場合に、いずれか一方に限り算

定できる。

(６) 「注２」に掲げる経口摂取回復促進加算１又は２を算定する場合は、当該患者に対し、

月に１回以上、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施し、当該検査結果を踏まえて、

当該患者にリハビリテーションを提供する医師、歯科医師、言語聴覚士、看護師、准看護

師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士を含む多職種によるカンファレンスを月に１

回以上行うこと。内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果及びカンファレンスの結果の

要点を診療録に記載すること。また、カンファレンスの結果に基づき、リハビリテーショ

ン計画の見直し及び嚥下調整食の見直し（嚥下機能の観点から適切と考えられる食事形態

に見直すことや量の調整を行うことを含む。）を行うとともに、それらの内容を患者又は

家族等に対し、要点を診療録に記載すること。なお、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影

を実施した日付及びカンファレンスを実施した日付を診療報酬明細書の摘要欄に記載する

こと。

(７) 「注２」に掲げる経口摂取回復促進加算１又は２を算定する場合は、当該患者のリハビ

リテーションの効果や進捗状況を確認し、診療録に記載すること。

(８) 当該患者の転院時又は退院時には、患者又はその家族等に対して、嚥下機能の状態の説

明並びに誤嚥予防のための食事内容及び摂食方法の指導を行うとともに、転院後又は退院

後のリハビリテーションを担う他の保険医療機関等の医師及びその他職種に対して、患者

の嚥下機能の状態並びに患者又は家族等への説明及び指導の内容について情報提供を行う

こと。

(９) 「注２」に掲げる経口摂取回復促進加算１又は２を算定する月においては、区分番号

「Ｄ２９８－２」内視鏡下嚥下機能検査又は区分番号「Ｅ００３」造影剤注入手技の

「７」嚥下造影は別に算定できない。ただし、胃瘻造設の適否を判断するために事前に内

視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を行った場合は、行った日付及び胃瘻造設術を実施した

日付を診療報酬明細書の摘要欄に記載したうえで、別に算定できる。
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Ｈ００５ 視能訓練

(１) 視能訓練は、両眼視機能に障害のある患者に対して、その両眼視機能回復のため矯正訓

練（斜視視能訓練、弱視視能訓練）を行った場合に算定できるものであり、１日につき１

回のみ算定する。

(２) 斜視視能訓練と弱視視能訓練を同時に施行した場合は、主たるもののみで算定する。

(３) 実施に当たって、医師は個々の患者の症状に対応した診療計画を作成し診療録に記載す

ること。

Ｈ００６ 難病患者リハビリテーション料

(１) 難病患者リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している

ものとして地方厚生(支）局長に届出を行った保険医療機関において、難病患者の社会生

活機能の回復を目的として難病患者リハビリテーションを行った場合に、実施される内容

の種類にかかわらず１日につき１回のみ算定する。

(２) 難病患者リハビリテーション料の算定対象は、入院中の患者以外の難病患者であって、

要介護者（食事又はトイレに介助が必要な者）及び準要介護者（移動又は入浴に介助が必

要な者）であり、医師がリハビリテーションが必要であると認めるものであること。

(３) 難病患者リハビリテーションは、個々の患者に応じたプログラムに従ってグループごと

に治療するものであるが、この実施に当たっては、患者の症状等に応じたプログラムの作

成、効果の判定等に万全を期すること。なお、実施時間は患者１人当たり１日につき６時

間を標準とする。

(４) 難病患者リハビリテーション料を算定している患者に対して、同一日に行う他のリハビ

リテーションは所定点数に含まれるものとする。

(５) 「注２」に規定する短期集中リハビリテーション実施加算は、退院後早期の個々の患者

の状態に対応した集中的なリハビリテーションの評価を行うものであり、退院日から起算

して１月以内に行われる場合は、１週につき概ね２回以上、１回当たり40分以上、退院日

から起算して１月を超え３月以内の期間に行われる場合は、１週につき概ね２回以上、1

回当たり20分以上の個別リハビリテーションを含む難病患者リハビリテーションを行った

場合に算定する。なお、個別リハビリテーション実施の際には、他の患者に対して提供す

るリハビリテーションに支障のないよう配慮すること。

(６) 治療の一環として治療上の目的を達するために食事を提供する場合にあっては、その費

用は所定点数に含まれる。

Ｈ００７ 障害児（者）リハビリテーション料

(１) 障害児（者）リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める障害児（者）リハビ

リテーション料の施設基準に適合しているものとして地方厚生（支）局長に届出を行った

保険医療機関である次に掲げるいずれかの施設で行った場合に算定する。

ア 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第42条第２号に規定する医療型障害児入所施設

（主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児（同法第７条第２項に規定する重

症心身障害児をいう。）を入所させるものに限る。）

イ 児童福祉法第６条の２に規定する指定医療機関

ウ 当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している外来患者のうち、概ね

８割以上が特掲診療料の施設基準等別表第十の二に該当する患者（ただし加齢に伴って
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生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。）である保険医療機関

(２) 障害児（者）リハビリテーション料は、(１)に掲げる施設の入所者、入院患者、通園者

又は通院患者のうち、以下の患者（医師がリハビリテーションが必要と認めた患者に限

る。）に対して、個々の症例に応じてリハビリテーションを行った場合に算定する。

ア 脳性麻痺の患者

イ 胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害の患者（脳形成不全、小

頭症、水頭症、奇形症候症、二分脊椎等の患者を含む。）

ウ 顎・口腔の先天異常の患者

エ 先天性の体幹四肢の奇形又は変形の患者（先天性切断、先天性多発性関節拘縮症等の

患者を含む。）

オ 先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症の患者

カ 先天性又は進行性の神経筋疾患の患者（脊髄小脳変性症、シャルコーマリートゥース

病、進行性筋ジストロフィー症等の患者を含む。）

キ 神経障害による麻痺及び後遺症の患者（低酸素性脳症、頭部外傷、溺水、脳炎・脳症

・髄膜炎、脊髄損傷、脳脊髄腫瘍、腕神経叢損傷・坐骨神経損傷等回復に長期間を要す

る神経疾患等の患者を含む。）

ク 言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害の患者（広汎性発達障害、

注意欠陥多動性障害、学習障害等の患者を含む。）

(３) 障害児（者）リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な運動機能検査等

をもとに、その効果判定を行い、リハビリテーション実施計画を作成する必要がある。な

お、障害児（者）リハビリテーションを実施するに当たっては、開始時及びその後３か月

に１回以上、患者又はその家族に対して実施計画の内容を説明し、その要点を診療録に記

載する。

(４) 障害児（者）リハビリテーション料を算定する場合は、同一の保険医療機関において、

区分番号「Ｈ０００」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００１」脳血管

疾患等リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００１－２」廃用症候群リハビリテーション

料、区分番号「Ｈ００２」運動器リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００３」呼吸器リ

ハビリテーション料又は区分番号「Ｈ００７－２」がん患者リハビリテーション料は別に

算定できない。ただし、障害児（者）リハビリテーションについては、その特殊性を勘案

し、疾患別リハビリテーション料又は区分番号「Ｈ００７－２」がん患者リハビリテーシ

ョン料を算定している保険医療機関とは別の保険医療機関で算定することは可能である。

Ｈ００７－２ がん患者リハビリテーション料

(１) がん患者リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している

ものとして地方厚生（支）局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、

がんの種類や進行、がんに対して行う治療及びそれに伴って発生する副作用又は障害等に

ついて十分な配慮を行った上で、がんやがんの治療により生じた疼痛、筋力低下、障害等

に対して、二次的障害を予防し、運動器の低下や生活機能の低下予防・改善することを目

的として種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、

社会的適応能力の回復等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合について算定する。

なお、マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には第２章特掲診療料第９
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部処置の項により算定する。

(２) がん患者リハビリテーション料は、対象となる患者に対して、医師の指導監督の下、が

ん患者リハビリテーションに関する適切な研修を修了した理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士が個別に20分以上のリハビリテーションを行った場合を１単位として、１日につ

き６単位に限り算定する。また、専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と同様に算定できる。

(３) がん患者リハビリテーション料の対象となる患者は、入院中のがん患者であって、以下

のいずれかに該当する者をいい、医師が個別にがん患者リハビリテーションが必要である

と認める者である。

ア 食道がん、肺がん、縦隔腫瘍、胃がん、肝臓がん、胆嚢がん、膵臓がん又は大腸がん

と診断され、当該入院中に閉鎖循環式全身麻酔によりがんの治療のための手術が行われ

る予定の患者又は行われた患者

イ 舌がん、口腔がん、咽頭がん、喉頭がんその他頸部リンパ節郭清を必要とするがんに

より入院し、当該入院中に放射線治療若しくは閉鎖循環式全身麻酔による手術が行われ

る予定の患者又は行われた患者

ウ 乳がんにより入院し、当該入院中にリンパ節郭清を伴う乳房切除術が行われる予定の

患者又は行われた患者で、術後に肩関節の運動障害等を起こす可能性がある患者

エ 骨軟部腫瘍又はがんの骨転移に対して、当該入院中に患肢温存術若しくは切断術、創

外固定若しくはピン固定等の固定術、化学療法又は放射線治療が行われる予定の患者又

は行われた患者

オ 原発性脳腫瘍又は転移性脳腫瘍の患者であって、当該入院中に手術若しくは放射線治

療が行われる予定の患者又は行われた患者

カ 血液腫瘍により、当該入院中に化学療法若しくは造血幹細胞移植が行われる予定の患

者又は行われた患者

キ 当該入院中に骨髄抑制を来しうる化学療法が行われる予定の患者又は行われた患者

ク 在宅において緩和ケア主体で治療を行っている進行がん又は末期がんの患者であって、

症状増悪のため一時的に入院加療を行っており、在宅復帰を目的としたリハビリテーシ

ョンが必要な患者

(４) がん患者リハビリテーションを行う際には、定期的な医師の診察結果に基づき、医師、

看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビ

リテーション計画を作成し、区分番号「Ｈ００３－２」リハビリテーション総合計画評価

料を算定していること。なお、がん患者リハビリテーションの開始時及びその後３か月に

１回以上、患者又はその家族に対して当該がん患者リハビリテーションの実施計画の内容

を説明し、その要点を診療録に記載する。なお、がんのリハビリテーションに従事する者

は、積極的にキャンサーボードに参加することが望ましい。

(５) がん患者リハビリテーション料を算定している患者に対して、区分番号「Ｈ０００」心

大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００１」脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料、区分番号「Ｈ００１－２」廃用症候群リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００

２」運動器リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００３」呼吸器リハビリテーション料又

は区分番号「Ｈ００７」障害児（者）リハビリテーション料は別に算定できない。



リハ - 22 -

Ｈ００７－３ 認知症患者リハビリテーション料

(１) 認知症患者リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

るものとして地方厚生（支）局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであ

り、重度認知症の患者（区分番号「Ａ３１４」認知症治療病棟入院料を算定する患者又は

認知症疾患医療センターに入院している患者に限る。）に対して、認知症の行動・心理症

状の改善及び認知機能や社会生活機能の回復を目的として、作業療法、学習訓練療法、運

動療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合について算定する。ここでいう重

度認知症の患者とは、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」

（平成18年４月３日老発第0403003号。「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する

手続きの取扱いについて」（平成2826年３月４５日保医発03040305第１号）の別添６の別

紙12及び別紙13参照）におけるランクＭに該当するものをいう。ただし、重度の意識障害

のある者（ＪＣＳ（Japan Coma Scale）でⅡ－３（又は30）以上又はＧＣＳ（Glasgow Co

ma Scale）で８点以下の状態にある者）を除く。また、ここでいう認知症疾患医療センタ

ーとは、「認知症施対策等総合支援事業の実施について」（平成265年７月９４日老発070

94第３１号老健局長通知（一部改正、平成27年６月26日老発0626第３号））に基づき、都

道府県知事又は指定都市市長が指定した保険医療機関であること。

(２) 認知症患者リハビリテーション料は、対象となる患者に対して、認知症リハビリテーシ

ョンに関して、十分な経験を有する医師の指導監督の下、理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士が個別に20分以上のリハビリテーションを行った場合に算定する。また、専任の

医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が

実施した場合と同様に算定できる。

(３) 認知症患者リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、１人の従事者が

１人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と患者が１対１で行うものとする。

なお、当該リハビリテーションを実施する患者数は、従事者１人につき１日18人を上限

とする。ただし、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の労働時間が適切なものになる

よう配慮すること。

(４) 認知症患者リハビリテーションを行う際には、定期的な医師の診察結果に基づき、医師、

看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビ

リテーション計画を作成し、区分番号「Ｈ００３－２」リハビリテーション総合計画評価

料を算定していること。

(５) 認知症患者リハビリテーションを算定している患者について、区分番号「Ｈ０００」心

大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００１」脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料、区分番号「Ｈ００１－２」廃用症候群リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００

２」運動器リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００３」呼吸器リハビリテーション料、

区分番号「Ｈ００７」障害児（者）リハビリテーション料又は区分番号「Ｈ００７－２」

がん患者リハビリテーション料は別に算定できない。

Ｈ００７－４ リンパ浮腫複合的治療料

(１) リンパ浮腫複合的治療料は、区分番号「Ｂ００１－７」リンパ浮腫指導管理料の対象と

なる腫瘍に対する手術等の後にリンパ浮腫に罹患した患者であって、国際リンパ学会によ
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る病期分類Ⅰ期以降のものに対し、複合的治療を実施した場合に算定する。なお、この場

合において、病期分類Ⅱ後期以降の患者が「１」の「重症の場合」の対象患者となる。

(２) リンパ浮腫複合的治療料は、専任の医師が直接行うもの又は専任の医師の指導監督の下、

専任の看護師、理学療法士若しくは作業療法士が行うものについて算定する。あん摩マッ

サージ指圧師（当該保険医療機関に勤務する者であって、あん摩マッサージ指圧師の資格

を取得後、２年以上業務に従事（うち６月以上は当該保険医療機関において従事）し、施

設基準に定める適切な研修を修了したものに限る。）が行う場合は、専任の医師、看護師、

理学療法士又は作業療法士が事前に指示し、かつ事後に報告を受ける場合に限り算定でき

る。いずれの場合も、患者１名に対し従事者１名以上の割合で実施する。

(３) リンパ浮腫複合的治療料は、弾性着衣又は弾性包帯による圧迫、圧迫下の運動、用手的

リンパドレナージ、患肢のスキンケア及び体重管理等のセルフケア指導等を適切に組み合

わせ、「１」の「重症の場合」は１回40分以上、「２」の「１以外の場合」は１回20分以

上行った場合に算定する。なお、一連の治療において、患肢のスキンケア、体重管理等の

セルフケア指導は必ず行うこと。また、重症の場合は、毎回の治療において弾性着衣又は

弾性包帯による圧迫を行うこと（圧迫を行わない医学的理由がある場合を除く。）。

(４) 当該保険医療機関において、直近１年間にリンパ浮腫指導管理料を50回以上算定してい

ない場合は、リンパ浮腫の診断等に係る連携先として届け出た保険医療機関（直近１年間

にリンパ浮腫指導管理料を50回以上算定しているものに限る。）においてリンパ浮腫と診

断され、リンパ浮腫の複合的治療を依頼する旨とともに紹介されたもの（B009 診療情報

提供料（Ⅰ）を算定するものに限る。）についてのみ算定できる。

Ｈ００８ 集団コミュニケーション療法料

（１） 集団コミュニケーション療法料は、別に厚生労働大臣が定める区分番号「Ｈ００１」脳

血管疾患等リハビリテーション料又は区分番号「Ｈ００７」障害児（者）リハビリテーシ

ョン料の施設基準に適合しているものとして地方厚生（支）局長に届出を行った保険医療

機関であって、当該施設において医師又は医師の指導監督の下で言語聴覚士が複数の患者

に対して訓練を行った場合に算定できる。

(２) 集団コミュニケーション療法料の算定対象となるのは、区分番号「Ｈ００１」脳血管疾

患等リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００１－２」廃用症候群リハビリテーション料

又は区分番号「Ｈ００７」障害児（者）リハビリテーション料を算定する患者のうち、１

人の言語聴覚士が複数の患者に対して訓練を行うことができる程度の症状の患者であって、

特に集団で行う言語聴覚療法である集団コミュニケーション療法が有効であると期待でき

る患者である。

(３) 集団コミュニケーション療法の実施単位数は言語聴覚士１人当あたり１日のべ54単位を

限度とする。また、集団コミュニケーション療法と脳血管疾患等リハビリテーション、廃

用症候群リハビリテーション又は障害児（者）リハビリテーションを併せて行っている従

事者については、実施するリハビリテーションの単位数が、集団コミュニケーション療法

３単位を疾患別リハビリテーション１単位とみなした上で、１日に概ね18単位、週に108

単位を超えないものとする。

(４) 集団コミュニケーション療法の実施に当たっては、医師は定期的な言語聴覚機能能力に

係る検査をもとに効果判定を行い、集団コミュニケーション療法の実施計画を作成する必
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要がある。なお、集団コミュニケーション療法を実施する場合は開始時及びその後３か月

に１回以上、患者又はその家族に対して当該集団コミュニケーション療法の実施計画の内

容を説明し、その要点を診療録に記載する。
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(２) １局所とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹のそれぞれをいい、全身

を５局所に分けるものである。

(３) 消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射又は肛門処置を併せて行

った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。

Ｊ１１８ 介達牽引

(１) 介達牽引は、絆創膏牽引法、斜面牽引法、スピードラック牽引、腰椎バンド及びグリソン

係蹄によるモーターを使用した断続牽引並びにベーラー法を含むものであり、部位数にかか

わらず所定点数を算定する。

(２) 介達牽引、矯正固定又は変形機械矯正術に消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低

出力レーザー照射又は肛門処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみ

により算定する。

(３) 介達牽引、矯正固定又は変形機械矯正術を同一日に併せて行った場合は、主たるものいず

れかの所定点数のみにより算定する。

(４) 区分番号「Ｃ１０９」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者（これに係る

在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所

サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。）に

ついては、人工呼吸の費用は算定できない。

Ｊ１１８－２ 矯正固定

(１) 変形の矯正を目的としてマッサージ等を行った後に、副子、厚紙や絆創膏にて矯正固定を

行った場合に１日につき所定点数を算定する。

(２) 区分番号「Ｃ１０９」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者（これに係る

在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所

サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。）に

ついては、人工呼吸の費用は算定できない。」

Ｊ１１８－３ 変形機械矯正術

(１) １日につき所定点数を算定する。

(２) 区分番号「Ｃ１０９」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者（これに係る

在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所

サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。）に

ついては、人工呼吸の費用は算定できない。」

Ｊ１１８－４ 歩行運動処置（ロボットスーツによるもの）

(１) 脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、筋萎縮性側索硬化症、シャルコー・マリー・トゥー

ス病、遠位型ミオパチー、封入体筋炎、先天性ミオパチー、筋ジストロフィーの患者に対し

て、ロボットスーツを装着し、関連学会が監修する適正使用ガイドを遵守して、転倒しない

ような十分な配慮のもと歩行運動を実施した場合に算定する。

(２) 算定に当たっては、事前に適切な計画を策定した上で実施し、計画された５週間以内に実

施される９回の処置が終了した際には、担当の複数職種が参加するカンファレンスにより、

９回の処置による歩行機能の改善効果を検討すること。

(３) (２)に定めるカンファレンスにより、通常の歩行運動に比して客観的に明確な上乗せの改

善効果が認められると判断される場合に限り、本処置を継続して算定できることとし、カン
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ファレンスにおける当該検討結果については、その要点（５週間以内に実施される９回の処

置の前後の結果を含む。）を診療録に記載した上で、診療報酬明細書に症状詳記を添付する

こと。

Ｊ１１９ 消炎鎮痛等処置

(１) 消炎鎮痛等処置は、疾病、部位又は部位数にかかわらず１日につき所定点数により算定す

る。

(２) 「１」のマッサージ等の手技による療法とは、あんま、マッサージ及び指圧による療法を

いう。また、「２」の器具等による療法とは、電気療法、赤外線治療、熱気浴、ホットパッ

ク、超音波療法、マイクロレーダー等による療法をいう。

(３) 消炎鎮痛を目的とする外用薬を用いた処置は「３」の湿布処置として算定する。

(４) 患者自ら又は家人等に行わせて差し支えないと認められる湿布については、あらかじめ予

見される当該湿布薬の必要量を外用薬として投与するものとし、湿布処置は算定できない。

(５) 区分番号「Ｃ１０９」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者（これに係る

薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期

入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除

く。）については、消炎鎮痛等処置の費用は算定できない。

(６) 「３」の対象となる湿布処置は、半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部以上にわたる

範囲のものについて算定するものであり、それ以外の狭い範囲の湿布処置は、第１章基本診

療料に含まれるものであり、湿布処置を算定することはできない。

Ｊ１１９－２ 腰部又は胸部固定帯固定

(１) 腰痛症の患者に対して腰部固定帯で腰部を固定した場合又は骨折非観血的整復術等の手術

を必要としない肋骨骨折等の患者に対して、胸部固定帯で胸部を固定した場合に１日につき

所定点数を算定する。

(２) 同一患者につき同一日において、腰部又は胸部固定帯固定に併せて消炎鎮痛等処置、低出

力レーザー照射又は肛門処置を行った場合は、主たるものにより算定する。

(３) 区分番号「Ｃ１０９」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者（これに係る

薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期

入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除

く。）については、腰部又は胸部固定帯固定の費用は算定できない。

Ｊ１１９－３ 低出力レーザー照射

(１) 筋肉、関節の慢性非感染性炎症性疾患における疼痛の緩和のために低出力レーザー照射を

行った場合に、疾病、照射部位又は照射回数に関わらず１日につき所定点数を算定する。

(２) 同一患者につき同一日において、低出力レーザー照射に併せて消炎鎮痛等処置、腰部又は

胸部固定帯固定、肛門処置を行った場合は、主たるものにより算定する。

(３) 区分番号「Ｃ１０９」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者（これに係る

薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期

入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除

く。）については、低出力レーザー照射の費用は算定できない。

Ｊ１１９－４ 肛門処置

(１) 診療所において、入院中の患者以外の患者についてのみ１日につき所定点数を算定する。



別紙様式７の２ 

ADL維持向上等体制加算に係る評価書 

バーセルインデックス（Barthel Index 機能的評価） 

  点数 質問内容 得点 

1 食事 

10 自立、自助具などの装着可、標準的時間内に食べ終える   

5 部分介助（たとえば、おかずを切って細かくしてもらう）   

0 全介助   

2 

車椅子から

ベッドへの 

移動 

15 自立、ブレーキ、フットレストの操作も含む（非行自立も含む）   

10 軽度の部分介助または監視を要する   

5 座ることは可能であるがほぼ全介助   

0 全介助または不可能   

3 整容 
5 自立（洗面、整髪、歯 磨き、ひげ剃り）   

0 部分介助または不可能   

4 
トイレ 

動作 

10 
自立（衣服の操作、後始末を含む､ポータブル便器などを使用 

している場合はその洗浄も含む） 
  

5 部分介助、体を支える、衣服、後始末に介助を要する   

0 全介助または不可能   

5 入浴 
5 自立   

0 部分介助または不可能   

6 歩行 

15 
45M 以上の歩行、補装具（車椅子、歩行器は除く）の使用の有

無は問わず 
  

10 45M 以上の介助歩行、歩行器の使用を含む   

5 歩行不能の場合、車椅子にて 45M 以上の操作可能   

0 上記以外   

7 
階段 

昇降 

10 自立、手すりなどの使用の有無は問わない   

5 介助または監視を要する   

0 不能   

8 着替え 

10 自立、靴、ファスナー、装具の着脱を含む   

5 部分介助、標準的な時間内、半分以上は自分で行える   

0 上記以外   

9 
排便 

コントロール 

10 失禁なし、浣腸、坐薬の取り扱いも可能   

5 ときに失禁あり、浣腸、坐薬の取り扱いに介助を要する者も含む   

0 上記以外   

10 
排尿 

コントロール 

10 失禁なし、収尿器の取り扱いも可能   

5 ときに失禁あり、収尿器の取り扱いに介助を要する者も含む   

0 上記以外   

合計得点（  ／１００点）  

※１ 得点：０～１５点  ※２ 得点が高いほど、機能的評価が高い。 



( 別紙様式２１ ） 　　　　　

男 ・ 女   　        年生　（　　　　　　歳） 計画評価実施日　　　年　　月　　日

リハ担当医 ＰＴ ＯＴ ＳＴ

原因疾患（発症・受傷日） 合併疾患・コントロール状態（高血圧，心疾患，糖尿病等）

□意識障害：(3-3-9： ) □失行・失認：
□認知症：
□中枢性麻痺 □音声・発話障害（□構音障害，□失語症：種類 )
（ステージ・グレード）右上肢：　　　右手指：　　　右下肢：
 　　　　　　　　　　　左上肢：　　　左手指：　　　左下肢： □摂食機能障害：
□筋力低下（部位，ＭＭＴ： ) □排泄機能障害：

□拘縮：
立位保持（装具：　　　　　　　　) □手放し，□つかまり，□不可 □褥瘡：
平行棒内歩行（装具：　　　　) □独立　，□一部介助，□非実施 □起立性低血圧：
訓練室内歩行（装具：　　　　) □独立　，□一部介助，□非実施

自立度

使用用具 姿勢・実行場所 使用用具
ＡＤＬ・ASL等  杖・装具 介助内容　　等  杖・装具

屋外歩行
病棟ﾄｲﾚへの歩行
病棟トイレへの車椅子駆動
車椅子･ﾍﾞｯﾄﾞ間移乗
椅子座位保持
ﾍﾞｯﾄﾞ起き上がり
排尿（昼）
排尿（夜）
食事
整容
更衣
装具・靴の着脱
入浴

コミュニケーション

活動度 日中臥床：□無，□有（時間帯：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理由 ）
日中座位：□椅子，□車椅子，□ベッド上，□ｷﾞｬｯﾁｱｯﾌﾟ
               

　職業　（含：主婦・学生）　（職種・業種・仕事内容： ) 社会参加（内容・頻度等，発症前状況を含む。）

　　

目標 本人の希望

家族の希望

方針

リハビリテーション終了の目安・時期

本人・家族への説明　　　　年　　　月　　　日 本人サイン 家族サイン 説明者サイン

基
本
動
作

心
身
機
能
・
構
造

姿勢・
場所（訓練室・病棟等）
介助内容等

　　リハビリテーション実施計画書

非

実

施

非

実

施

独

立

監

視

一

部
介

助

監

視

参
加

患者氏名

評価項目・内容（コロン（：）の後に具体的内容を記入）

日常生活（病棟）実行状況：｢している“活動”｣ 訓練時能力：｢できる“活動”｣
自

立

一

部
介

助

全

介

助

全

介

助

活
動



 （別紙様式２１の 2） 

リハビリテーション実施計画書  

患者氏名：                       男・女 生年月日(西暦)                    年           月           日 計画評価実施日 年     月     日 

主治医  リハ担当医  ＰT  ＯＴ  ST    

診断名、障害名（発症日、手術日、診断日）： 合併症（コントロール状態）： 発症前の活動、社会参加： 

日常生活自立度：  J1、J2、A1、A2、B1、B2、C1、C2 認知症である老人の日常生活自立度判定基準： Ⅰ, Ⅱa, Ⅱb, Ⅲa, Ⅲb, Ⅳ, Ｍ 

 

評価項目・内容 （コロン(:)の後ろに具体的内容を記入 

心 

身 

機 

能 

・ 

構 

造 

 

□意識障害 （JCS、GCS）： 

□運動障害： 

□感覚障害： 

□摂食障害： 

□排泄障害： 

□呼吸、循環障害： 

□ 音声・発話障害 

（□構音障害，□失語症：種類          ） 

□ 関節可動域制限： 

□ 筋力低下： 

□ 褥瘡： 

□ その他： 

 
基

本

動

作 

寝返り 

起き上がり 

座位 

立ち上がり 

立位 

（ □自立 □一部介助 □全介助 ）： 

（ □自立 □一部介助 □全介助 ）： 

（ □自立 □一部介助 □全介助 ）： 

（ □自立 □一部介助 □全介助 ）： 

（ □自立 □一部介助 □全介助 ）： 

活        

動 

活動度 （安静度の制限とその理由、活動時のリスクについて） 

ADL （B．I．） 自立 
一部 

介助 
全介助 使用用具(杖、装具)、 介助内容 使用用具（杖、装具） 介助内容 

食事 １０ ５ ０    

  
     

 
      

整容 ５ ０ ０    

トイレ動作 １０ ５ ０    

入浴 ５ ０ ０    

  
     

 
      

階段 １０ ５ ０    

更衣 １０ ５ ０    

排便管理 １０ ５ ０    

排尿管理 １０ ５ ０    

合計（0～１00点）                点   

コミュニケーション  

目標 （１ヶ月後、退院時）： 本人・家族の希望： 

リハビリテーションの治療方針： 

目標到達予想時期： 説明者署名： 

本人・家族への説明：       年     月     日 説明を受けた人：本人、家族（       ） 署名： 

 

車椅子操作が可能    → ５    ０   車椅子： 

座れるが移れない→     ５    ０      

１５   １０ ←監視下 移乗 

平地歩行 １５  １０←歩行器等 歩行： 



（別紙様式21の３）

リハビリテーション実施計画書（１） 計画評価実施日　　　年　　月　　日

利用者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　性別：　男 ・ 女 　 生年月日　　　　　年　　　月　　　日(　　　歳）　要介護度：　　　　　　　　

健康状態(原因疾患，発症・受傷日等) 合併疾患・コントロール状態 心身機能
（高血圧，心疾患，呼吸器疾患，糖尿病等）

参加　　　　主目標　（コロン（：）の後に具体的内容を記入）

退院先　　　　　　　□自宅　□その他：　　　　　　　　　　□退院未定

家庭内役割（家事への参加、等）：

社会活動：

外出（内容・頻度等）：

余暇活動（内容・頻度等）：

退院後利用資源：

生
　
活
　
行
　
為

自立・介護
状況

項目

生
　
活
　
行
　
為

自立・介護
状況

項目

「現在の評価及び目標」における項目に関する記入例： Ａ　目標 Ｂ　実行状況 Ｃ　能力

その他の従事者が
実施する

内容・頻度等

実施上の留意点

使用用具
杖・装具・歩
行器・車椅子

など

介助内容
つたい・もたれ等

重
点
項
目

　　認知症に関する評価

PT、OT、STが
実施する

内容・頻度等

現在の評価及び目標

介助内容
つたい・もたれ等

見

守

り

PT、OT、STが
実施する

内容・頻度等

具体的なアプローチ

到達
時期

その他の従事者が
実施する

内容・頻度等

実施上の留意点

具体的なアプローチ
自

立

見

守

り

一

部

介

助

全

介

助

行

わ

ず

屋外移動

屋内移動

起
居
動
作

寝返り

排泄（夜）

整容

重
点
項
目

自

立

一

部

介

助

全

介

助

使用用具
杖・装具・歩
行器・車椅子

など

座位

立ち上がり

日
常
生
活
・
社
会
活
動 入浴

起きあがり

家事

食事

コミュニケー
ション

外出

トイレへの
移動

階段昇降

現在の評価及び目標

到達
時期

□運動機能障害：
　

□感覚機能障害：

□高次脳機能障害：

□拘縮：（部位　　　  　　　　　　　　　　　　 　 　　　　）

□関節痛：（部位　　　　　　　　　  　　　　 　　　　　　）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　）

排泄（昼）

更衣

行

わ

ず

摂食・嚥下

立位



リハビリテーション実施計画書(２）
ご本人の希望　（　　　年　　　月　　　日）

　

ご家族の希望　（　　　年　　　月　　　日）

　

その人らしく生活するためのポイント

ご本人の状態や生活環境の改善・生きがい、楽しみの支援に向けての取り組み

ご本人に行ってもらうこと

ご家族にお願いしたいこと

病気との関係で気をつけること

前回計画書作成時からの改善・変化等（　　月　　　日）　　　　　　　　　　　　　

備考

　
担当医：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●PT・OT・ST： 　　　　　　（　　　　　　　）、　　　　　　（　　　　　　　）、　　　　　　（　　　　　　　）、　　　　　　　（　　　　　　　）

●看護・介護：　　　　　　　　　　（　　　　　）、　　　　　　　（　　　　　　）、　　　　　　　　　（　　　　　）　　　　　　（　　　　　　　）、　　　　　　（　　　　　　　）、　　　　　　（　　　　　　　）、　　　　　　　（　　　　　　　）

●　　　　　　　　　（　　　　　）、　　　　　　　（　　　　　　）、　　　　　　　　　（　　　　　）　　　　　　（　　　　　　　）、　　　　　　（　　　　　　　）、　　　　　　（　　　　　　　）、　　　　　　　（　　　　　　　）
　（　　）内は職種を記入

ご本人サイン：　　　　　　　　　　　　　　　ご家族サイン：　　　　　　　　　　　　　　　説明者サイン：　　　　
注：　本計画書に記載されている情報は、適切な医療・介護サービスを提供するためにのみ使用いたします。

担
当
チ
ー
ム

生
活
目
標

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム

ご本人・ご家族への説明と同意：　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日



（別紙様式21の４）

リハビリテーション 実施計画書

　　　ID： 評価日(開始日）：　　　　 　年　　    　月　  　　  日　　　　　　　　

患者氏名： 男・女 生年月日

 主治医・説明医師：  リハ担当医： 　　　　　　　 看護師：

 理学療法士:  他職種（　　　　　　　　　　　　　　　　）： 

  診 断 名

  入 院 日 

  手 術 日 

心機能 　□正常　□低下 （EF　　　　　　％） 　□無　□有 （　　　　　　　　　　　　　　　）

不整脈 　□無　□有 （　　　　　　　　　　　　） 　□無　□有 （　　　　　　　　　　　　　　　）

その他

安 静 度 □ベッド上　□車椅子　□室内歩行　□病棟内歩行　□院内歩行　□屋外歩行

起 居 □自立　　　 　　　　　　　　　□監視下　　　□介助　　 ※備考: （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              ）

歩行（移 動） □自立　　 　　　　　　　　　□監視下　　 □介助　　 □未実施　　※備考: □歩行 □杖・歩行器 □車椅子 □ストレッチャー
ベッドから車椅子（スト
レッチャー）への移乗 □自立　　 　　　　　　　　　□監視下　　 □介助　　 □未実施　　※備考: （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              ）

食 事 □自立　　 　　　　　　　　　□監視下　　 □介助　　 □未実施　　※備考: （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              ）

更 衣 □自立　　　 　　　　　　　　　□監視下　　　□介助　　 ※備考： □点滴有　□点滴無　□その他  (  　　　　     　   )

※備考： □車椅子トイレ   □ポータブルトイレ   □ベッド上

　　 　　　□尿バルーン留置     □その他  (  　　　　     　   )

排 泄（排便） □自立　　　 　　　　　　　　　□監視下　　　□介助　　 ※備考： □車椅子トイレ   □ポータブルトイレ   □ベッド上

清 潔 □自立　　　 　　　　　　　　　□監視下　　　□介助　　 

コミュニケーション
(意思伝達） □成立　　 　　　　　　　　　□やや困難　　□困難　 ※備考: （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              ）

環　境 　居住階（　　　）階：エレベーター　□無　□有　　

職　業

本人・家族
の希望・目標

  開始日（起算日） 

※備考: （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              ）

　※運動処方: （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              ）

本人・家族氏名

運動内容・処方
　□呼吸訓練　□ストレッチ　□筋力増強　□日常生活動作　□歩行　□自転車　□その他（　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　  　年　　　　　月　　　　　日 予 定 期 間

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 □その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 □陳旧性心筋梗塞　□狭心症　□家族歴   □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  □立位・ベッド周囲歩行　□50m歩行　□100m歩行　□200m歩行　□500m歩行　□（　　　　）m歩行

日　常　生　活　（病　棟）　の　自　立　度　（実　際　に　行　っ　て　い　る　活　動）

排 泄（排尿） □自立　　　 　　　　　　　　　

再発予防・健康維
持のための目標

冠危険因子
（既往歴）

 □高血圧　□脂質異常症   □糖尿病   □高尿酸血症   □慢性腎臓病（CKD)   □肥満   □喫煙

※備考: □入浴　□シャワー　□洗髪   □清拭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記について説明を受けました．　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　  　年　　　　　月　　　　　日

運動目標・方針
（負荷試験）

　

 □病気への理解　　□内服管理　　□食事管理　　□運動習慣の獲得　　□体力向上　　□禁煙

□監視下　　　□介助　　 

運　動　目　標・方　針（負　荷　試　験）　と　運　動　内　容　（以下、チェックした項目を順に行っていく予定）　

  □トレッドミル運動負荷試験　　　□自転車エルゴメータ運動負荷試験 　　□6分間歩行試験

治療法　(術式）

合  併  症

年　　　　　月　　　　　日　（　　　　　歳）

発  症  日　　　　　　　　　  　年　　　　　月　　　　　日 　　　　　　　　年　　　　　月　　　　日（頃）　　　　　　　　　

関節可動域制限

虚血（残存狭窄）活動時のリスク

　

□無職　□家事　□事務仕事　□肉体仕事　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　職種・通勤方法等

□独居  □同居（ 　　　　 　　）　□一戸建　□集合住宅



(別紙様式21の５)

リハビリテーション実施計画書
ID 患者氏名 男 ・ 女 生年月日（明・大・昭・平・西暦）　　　　年　 　　月　　　日　　  　歳

診断名： 再発防止に対する理解と支援・指導の必要性

発症日： (頃)・手術日： 『自己検脈』　　　　　□できる　　　　□要指導

治療内容(術式)： 『家庭血圧・体重測定』□実施している　□要支援

合併症： 『自分に合った運動』　□理解している　□実践している　□要支援

冠危険因子(既往)：□高血圧症 □脂質異常症 □糖尿病 □喫煙 『適切な食事・摂取量』□理解している　□実践している　□要支援

□肥満 □高尿酸血症 □慢性腎臓病（CKD）□家族歴 □狭心症 『正しい服薬』             □理解している   □服薬忘れなし   □要支援

□陳旧性心筋梗塞 □他（　　 　　              　 ） 『薬の管理』　　　　　□自分  □家族（ 　　　　） □他人（      　　  ）

　　　 『自身の病気』　　　　□不安がない　　□不安がある

標準体重　　　　　 kg： 目標血圧         ／             mmHg 『日常生活活動・復職』□不安がない　　□不安がある

現在の体重 kg： BMI（18.5～24.9） 　kg/m2 『余暇・社会活動』　　□理解している　□実践している　□要支援

現在の血圧(又は家庭血圧)         ／             mmHg 『睡眠』　　　　　　　□良好 □不良【入眠障害・中途覚醒・他（）】

『タバコ』　　　　　　□禁煙 □受動喫煙 □喫煙（　 本）□要支援

血液検査結果 『症状出現時の対処法』□理解している　□要指導

　□HbA1c（6.5％ 未満）         % 『　　　　　　　　　』□（     　　　　　　）□（　 ）

　□LDLコレステロール（100mg/dl 未満）         mg/dl 『　　　　　　　　　』□（     　　　　　　）□（　 ）

　□HDLコレステロール（40mg/dl 以上） mg/dl

　□中性脂肪（TG：150mg/dl 以下） mg/dl 多職種による再発予防への取り組み

　□BNP pg/ml （支援・指導が必要な項目にチェックをつける）

　□他（　　　　               　　　　　　　 ）

□『運動・日常生活動作について』

心機能：左室駆出率（EF）【正常・低下】 % 担当者/職種:

他所見（　　　　　　　  　　　　　 ） 　□呼吸訓練　□ストレッチ　□筋力増強　□ADL訓練　□歩行 

   □自転車　　□他（   ）

ADL □車椅子【自立・他人操作】 □介助歩行　□杖歩行　　

□屋内歩行　  □屋外歩行     □他（ ） □『食事について』

　　　　　　　　　　　　 担当者/職種:

環境 □独居  □同居（ 　　　　　 　　　      　　　　　 　）家族の協力体制【あり・困難】 ｺﾒﾝﾄ（ ）

　□一戸建【平屋・2階以上】

　□集合住宅:　　　階居住, エレベーター【有・無】 □『お薬について』

　□その他（　　　　　　　　　　　　　 ） 担当者/職種:

ｺﾒﾝﾄ（ ）

社会復帰  □無職 □家事 □休職中 □発症後退職 □退職予定

             □転職 □転職予定 □発症後配置転換  □現職復帰 □『　　　 』

　・職腫/業務内容/通勤方法等（ ） 担当者/職種:

　　    　　　　　　 ｺﾒﾝﾄ（ ）

本人・家族の希望・回復への目標

□『　　　 』

担当者/職種:

再発予防・健康維持のための目標 ｺﾒﾝﾄ（ ）

　□病気への理解　   □体力向上　 □食事管理　 □内服管理　  

　□運動習慣の獲得   □禁煙 　□他（   ） 今後の運動療法継続について

□当院にて　□自宅にて　□他施設にて（　　 ）

運動負荷試験結果（運動処方） 今後の検査・期間等について

運動耐容能【良好・低下】（健常人の　　　 %：　　　METｓ）

運動処方（脈拍・血圧）：　　   bpm         ／            mmHg

　　自転車 W 分 回/週 本人・家族氏名

　　歩行 　　　　　km/h 分 回/週 医師：　　　 理学療法士：

その他注意事項（　　　　　　　　　　　 ） 看護師：　　 他職種（　        　　）：

平成・西暦　　　　　　年　 　　 　月　　　  　日（　　　回目・　　ヶ月目）



（別紙様式22）

月

月

月

月

月

月

□ 2週間以内 □ 2週間から1ヶ月
□ 1ヶ月から3ヶ月 □ 3ヶ月から6ヶ月
□ 6ヶ月以上

〔記載上の注意〕
１　「１」の要因については、別紙疾病分類表より疾病コードを記載するとともに、発症時期や治療の有無、

治療内容等について記載すること。
２　「２」の廃用に至った経緯等については、「１」の疾患によって安静を余儀なくされた理由、安静の程度、

安静期間の長さ等を含めて記載すること。
３　「４」の月毎の評価点数については、直近月からさかのぼり６ヶ月間記載すること。
４　「６」については、筋力、心肺機能、関節拘縮防止、作業療法等の具体的なリハビリテーションの内容に

ついて記載すること。

BI・FIMで（　　　）点程度の改善

廃用症候群に係る評価表

1 2 3

悪化 維持 改善大

8
前回の評価からの
改善や変化

7 改善に要する見込み期間

-1 0

5
一月当たりの
リハビリテーション

実施
日数

提供
単位数

6 リハビリテーションの内容

月毎の評価点数

（BI又はFIM
どちらかを記入）

4

治療開始時のADL

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位

具体的に記載すること

BI 点 FIM 点

BI 点 FIM 点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日

BI 点 FIM 点

BI 点 FIM 点

BI 点 FIM 点
BI 点 FIM 点

有　　　　・　　　　無

年　　　　　　　月　　　　　　　日

BI 点 FIM 点

3
手
術

手術の有無

手術名

手術年月日

廃用を生じる契機となった疾患
等

1

廃用に至った経緯等2

主傷病

廃用症候群リハビリテーション料
Ⅰ　　・　　Ⅱ　　・　　Ⅲ

算定している
リハビリテーション料
（該当するものに〇）

要介護度 　要介護　・　要支援　　 リハビリテーション起算日

廃用症候群の診断日
　　年　　月　　日
　　年　　月　　日

入院日
入院　　　・　　外来

　　年　　月　　日
患者氏名
生年月日

男・女
　　年　　　月　　　日（　　歳）



疾病コード （001～119）                             疾病分類（ICD-10 第 10版 2003年 に準拠） 

疾 病 コ ー ド と 疾 病 分 類 の 対 応 表 

 感染症及び寄生虫症 
 
 
 

 

041 屈折及び調節の障害 084 その他の消化器系の疾患 

001 腸管感染症 042 その他の眼及び付属器の疾患 皮膚及び皮下組織の疾患 

002 結核 耳及び乳様突起の疾患 085 皮膚及び皮下組織の感染症 

003 主として性的伝播様式をとる感染症 043 外耳炎 086 皮膚炎及び湿疹 

004 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患 044 その他の外耳疾患 087 その他の皮膚及び皮下組織の疾患 

005 ウイルス肝炎 045 中耳炎 筋骨格系及び結合組織の疾患 

006 その他のウイルス疾患 046 その他の中耳及び乳様突起の疾患 088 炎症性多発性関節障害 

007 真菌症 047 メニエール病 089 関節症 

008 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 048 その他の内耳疾患 090 脊椎障害（脊椎症を含む） 

009 その他の感染症及び寄生虫症 049 その他の耳疾患 091 椎間板障害 

新生物 循環器系の疾患 092 頸腕症候群 

010 胃の悪性新生物 050 高血圧性疾患 093 腰痛症及び坐骨神経痛 

011 結腸の悪性新生物 051 虚血性心疾患 094 その他の脊柱障害 

012 直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 052 その他の心疾患 095 肩の傷害＜損傷＞ 

013 肝及び肝内胆管の悪性新生物 053 くも膜下出血 096 骨の密度及び構造の障害 

014 気管，気管支及び肺の悪性新生物 054 脳内出血 097 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 

015 乳房の悪性新生物 055 脳梗塞 腎尿路生殖器系の疾患 

016 子宮の悪性新生物 056 脳動脈硬化（症） 098 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 

017 悪性リンパ腫 057 その他の脳血管疾患 099 腎不全 

018 白血病 058 動脈硬化（症） 100 尿路結石症 

019 その他の悪性新生物 059 痔核 101 その他の腎尿路系の疾患 

020 良性新生物及びその他の新生物 060 低血圧（症） 102 前立腺肥大（症） 

血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 061 その他の循環器系の疾患 103 その他の男性生殖器の疾患 

021 貧血 呼吸器系の疾患 104 月経障害及び閉経周辺期障害 

022 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 062 急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞ 105 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 

内分泌，栄養及び代謝疾患 063 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 妊娠，分娩及び産じょく 

023 甲状腺障害 064 その他の急性上気道感染症 106 流産 

024 糖尿病 065 肺炎 107 妊娠高血圧症候群 

025 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患 066 急性気管支炎及び急性細気管支炎 108 単胎自然分娩 

精神及び行動の障害 067 アレルギ－性鼻炎 109 その他の妊娠，分娩及び産じょく 

026 血管性及び詳細不明の認知症 068 慢性副鼻腔炎 周産期に発生した病態 

027 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 069 急性又は慢性と明示されない気管支炎 110 妊娠及び胎児発育に関連する障害 

028 統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害 070 慢性閉塞性肺疾患 111 その他の周産期に発生した病態 

029 気分［感情］障害 (躁うつ病を含む） 071 喘息 先天奇形，変形及び染色体異常 

030 神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害  072 その他の呼吸器系の疾患 112 心臓の先天奇形 

031 知的障害＜精神遅滞＞ 消化器系の疾患 113 その他の先天奇形，変形及び染色体異常 

032 その他の精神及び行動の障害 073 う蝕 症状，徴候及び異常所見等で他に分類されないもの 

神経系の疾患 074 歯肉炎及び歯周疾患 114 症状，徴候及び異常所見等で他に分類されないもの 

033 パーキンソン病 075 その他の歯及び歯の支持組織の障害 損傷，中毒及びその他の外因の影響 

034 アルツハイマー病 076 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 115 骨折 

035 てんかん 077 胃炎及び十二指腸炎 116 頭蓋内損傷及び内臓の損傷 

036 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 078 アルコール性肝疾患 117 熱傷及び腐食 

037 自律神経系の障害 079 慢性肝炎（アルコール性のものを除く） 118 中毒 

038 その他の神経系の疾患 080 肝硬変（アルコール性のものを除く） 119 その他の損傷及びその他の外因の影響 

眼及び付属器の疾患 081 その他の肝疾患   

039 結膜炎 082 胆石症及び胆のう炎   

040 白内障 083 膵疾患   

 



（別紙様式２３）

　　　　        リハビリテーション総合実施計画書
    計画評価実施日　　　　　　年　　月　　日

男 ・ 女 生年月日 （明・大・昭・平）  利き手 　右・右（矯正）・左

主治医 リハ担当医 ＰＴ ＯＴ ＳＴ 看護 ＳＷ等

原因疾患（発症・受傷日） 合併疾患・コントロール状態 リハビリテーション歴
（高血圧，心疾患，糖尿病等） □起立性低血圧

□静脈血栓

日常生活自立度 ： J1，J2，A1，A2，B1，B2，Ｃ１，Ｃ２

□意識障害：(3-3-9： ） □知覚障害（□視覚，□表在覚，□深部覚，□その他： ）
□認知症：
□知的障害： □音声・発話障害（□構音障害，□失語症）（種類： ）
□精神障害： □失行・失認：
□中枢性麻痺 □摂食機能障害：
（ステージ・グレード）右上肢：　　　　　右手指：　　　　　右下肢： □排泄機能障害：
　　　　　　　　　　　　　左上肢：　　　　　左手指：　　　　　左下肢： □呼吸・循環機能障害：
□筋力低下（部位，ＭＭＴ： ） □拘縮：
□不随意運動・協調運動障害： □褥瘡：

立位保持（装具：　　　　　　　　　） □手放し，□つかまり，□不可 □疼痛：

平行棒内歩行（装具：　　　　　　）

訓練室内歩行（装具：　　　　　　）

自立度

使用用具 使用用具

ＡＤＬ・ASL等  杖・装具  杖・装具

屋外歩行 杖・装具： 杖・装具：

階段昇降 杖・装具： 杖・装具：

廊下歩行 杖・装具： 杖・装具：

病棟ﾄｲﾚへの歩行 杖・装具： 杖・装具：

病棟トイレへの車椅子駆動(昼) 装具： 装具：

車椅子･ﾍﾞｯﾄﾞ間移乗 装具： 装具：

椅子座位保持 装具： 装具：

ﾍﾞｯﾄﾞ起き上がり
食事 用具： 用具：

排尿（昼） 便器： 便器：

排尿（夜） 便器： 便器：

整容 移動方法・姿勢： 移動方法・姿勢：

更衣 姿勢： 姿勢：

装具・靴の着脱 姿勢： 姿勢：

入浴 浴槽： 浴槽：

コミュニケーション

活動度 日中臥床：□無，□有（時間帯：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理由 ）

日中座位：□椅子（背もたれなし），□椅子（背もたれあり），□椅子（背もたれ，肘うけあり），□車椅子，□ベッド上，□ｷﾞｬｯﾁｱｯﾌﾟ

職業　（□無職，□病欠中，□休職中，□発症後退職，□退職予定 ） 社会参加（内容・頻度等）
　 　　　（職種・業種・仕事内容： ）

経済状況（ ） 余暇活動（内容・頻度等）

障害の受容（□ショック期　，□否認期，□怒り・恨み期， 依存欲求（□強い，□中程度，□普通，□弱い）
　　　　　　　　□悲観・抑うつ期，□解決への努力期，□受容期） 独立欲求（□強い，□中程度，□普通，□弱い）
機能障害改善への固執（□強い，□中程度，□普通，□弱い）

同居家族： 家屋　　　：
家屋周囲：

親族関係： 交通手段：

発病による家族の変化
　□社会生活：
　□健康上の問題の発生：
　□心理的問題の発生：

認知症である老人の日常生活自立度判定基準 ：Ⅰ，Ⅱa，Ⅱb，Ⅲa，Ⅲb，Ⅳ，Ｍ

環
境

第
三
者
の

不
利

全

介

助

非

実

施

参
加

心
理

非

実

施

独

立

監

視

一

部

介

助

訓練時能力：｢できる“活動”｣
自

立

監

視

一

部

介

助

全

介

助

姿勢・実行場所

介助内容　　　　　等

姿勢・実行場所

介助内容　　　　　等

活
　
動

患者氏名

評価項目・内容（コロン（：）の後に具体的内容を記入）

心
身
機
能
・
構
造

基
本
動
作

年　　　月　　　日（　　　　歳）

廃用症候群　□軽度 □中等度 □重度

□独立　，□一部介助，□全介助

□独立　，□一部介助，□全介助

日常生活（病棟）実行状況：｢している“活動”｣



基本方針 本人の希望

家族の希望

リスク・疾病管理（含：過用・誤用）

リハビリテーション終了の目安・時期 外泊訓練の計画

退院先　□自宅　□親族宅　□医療機関　□その他：

復職　 　□現職復帰　□転職　　□不可 　□その他：

（仕事内容： ）

通勤方法の変更　□無　□有：

家庭内役割：

社会活動：

趣味：
自宅内歩行　□不可　□自立　□介助：

（装具・杖等： ）
屋外歩行　　 □不可　□自立　□介助：

（装具・杖等： ）
交通機関利用　□不可　□自立　□介助：

（種類： ）

車椅子　□不要　□電動　□手動　（使用場所： ）

（駆動　□自立　□介助）（移乗　□自立　□介助： ）

排泄　□自立：形態　□洋式　□和式　□立ち便器　□その他

　　　　□介助：

食事　□箸自立　□フォーク等自立　□介助：

整容　 □自立　□介助：

更衣　□自立　□介助：

入浴　□自宅浴槽自立　□介助：

家事　□全部実施　□非実施　□一部実施：

書字 □自立　□利き手交換後自立　□その他：

コミュニケーション　□問題なし　□問題あり：

基本動作（訓練室歩行等）

要素的機能（拘縮・麻痺等）

機能障害改善への固執からの脱却：

自宅改造　□不要　□要：

福祉機器　□不要　□要：

社会保障サービス　□不要　□身障手帳　□障害年金　□その他：

介護保険サービス　□不要　□要：

退院後の主介護者 □不要 　□要：

家族構成の変化 □不要 　□要：

家族内役割の変化 □不要 　□要：

家族の社会活動変化 □不要　□要：

退院後又は終了後のリハビリテーション計画（種類・頻度・期間） 備考

本人サイン 家族サイン 説明者サイン

（リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション総合実施計画書記入上の注意）
1．日常生活自立度の欄については、「「障害老人の日常生活自立度（寝たきり度）判定基準」の活用について」（平成３年11月18日　老健第102－2号）厚生省
大臣官房老人保健福祉部長通知によるランクJ1,J2,A1,A2,B1,B2,C1又はC2に該当するものであること。
2．認知症である老人の日常生活自立度判定基準の欄については、「「認知症である老人の日常生活自立度判定基準」の活用について」（平成5年10月26日
老健第135号）厚生省老人保健福祉局長通知によるランクⅠ,Ⅱa,Ⅱb,Ⅲa,Ⅲb,Ⅳ又はMに該当するものであること。
3．日常生活（病棟）実行状況：｢している“活動”｣の欄については、自宅又は病棟等における実生活で実行している状況についてであること。
4．訓練時能力：｢できる“活動”｣の欄については、機能訓練室又は病棟等における訓練・評価時に行なうことができる能力についてであること。

心
身
機
能

・
構
造

本人・家族への説明　　　　　年　　　月　　　日

第
三
者
の

不
利

目標（到達時期） 具体的アプローチ

環
境

心
理

活
動

（
す
べ
て
実
行
状
況

）

参
加

［
主
目
標

］



 （別紙様式２３の２） 

リハビリテーション総合実施計画書 

                                                                                                                                                         計画評価実施日 ：     年     月     日 
患者氏名：                       男・女 生年月日(西暦)                    年           月           日（       歳） 利き手 右 ･ 右（矯正） ･ 左 
主治医  リハ担当医  ＰT  ＯＴ  ST  看護  ＳＷ等 
診断名、障害名（発症日、手術日、診断日）： 合併症（コントロール状態）： リハビリテーション歴： 

日常生活自立度：  J1、J2、A1、A2、B1、B2、C1、C2 認知症である老人の日常生活自立度判定基準：Ⅰ, Ⅱa, Ⅱb, Ⅲa, Ⅲb, Ⅳ, Ｍ 
 

評価項目・内容 （コロン(:)の後ろに具体的内容を記入） 短期目標 （   ヶ月後） 具体的アプローチ 

心 
身 
機 
能 
・ 
構 
造 
 

□意識障害 （JCS、GCS）： 

□見当識障害： 

□記銘力障害： 

□運動障害： 

□感覚障害： 

□摂食障害： 

□排泄障害： 

□呼吸、循環障害： 

□音声、発話障害（構音、失語）： 

□関節可動域制限： 

□筋力低下： 

□褥瘡： 

□疼痛： 

□半側空間無視： 

□注意力障害： 

□構成障害： 

□その他： 

  

 

基

本

動

作 

寝返り 

起き上がり 

座位 

立ち上がり 

立位 

（ □自立 □一部介助 □全介助 ）： 

（ □自立 □一部介助 □全介助 ）： 

（ □自立 □一部介助 □全介助 ）： 

（ □自立 □一部介助 □全介助 ）： 

（ □自立 □一部介助 □全介助 ）： 

  

活        
動 

活動度 （安静度の制限とその理由、活動時のリスクについて）   

ADL（B．I．） 自立 一部 

介助 全介助 使用用具(杖、装具)、 介助内容 短期目標  具体的アプローチ 

食事 １０ ５ ０    

  
     

 
      

整容 ５ ０ ０    

トイレ動作 １０ ５ ０    

入浴 ５ ０ ０    

  
     

 
      

階段 １０ ５ ０    

更衣 １０ ５ ０    

排便管理 １０ ５ ０    

排尿管理 １０ ５ ０    

合計（0～１00点） 点    

コミュニケーション 
理解  

  
表出  

車椅子操作が可能    → ５    ０   車椅子： 

座れるが移れない→     ５    ０      

１５   １０ ←監視下 移乗 

平地歩行 １５  １０←歩行器等 歩行： 



 
 評価 短期目標 具体的アプローチ 

参加 

職業  （□無職、□病欠中、□休職中、 
         □発症後退職、□退職予定          ） 
職種・業種・仕事内容： 
 
経済状況： 
 
社会参加（内容、頻度等）： 
 
余暇活動（内容、頻度等）： 
 

退院先 （□自宅、□親族宅、□医療機関、 
                □その他                                        ） 
復職 （□現職復帰、□転職、□配置転換、 
    □復職不可、□その他                    ） 
 復職時期： 
 仕事内容： 
 通勤方法： 
家庭内役割： 
社会活動： 
趣味： 

 

心理 

抑うつ： 
 
障害の否認： 
 
その他： 

  

環境 

同居家族： 
 
親族関係： 
 
家屋： 
 
家屋周囲： 
 
交通手段： 
 

自宅改造  
   □不要、□要： 
福祉機器  
   □不要、□要： 
社会保障サービス 
   □不要、□身障手帳、□障害年金 
   □その他： 
介護保険サービス 
   □不要、□要： 

 

第三

者の

不利 

発病による家族の変化 
   社会生活： 

 
   健康上の問題の発生： 
 
   心理的問題の発生： 
 

退院後の主介護者 
   □不要、□要： 
家族構成の変化 
   □不要、□要： 
家族内役割の変化 
   □不要、□要： 
家族の社会活動変化 
   □不要、□要： 

 

１ヵ月後の目標： 本人の希望： 

家族の希望： 

リハビリテーションの治療方針： 外泊訓練計画： 

退院時の目標と見込み時期 ： 

退院後のリハビリテーション計画 （種類・頻度・期間）： 

退院後の社会参加の見込み： 説明者署名： 

 

本人・家族への説明：       年     月     日 説明を受けた人：本人、家族（       ） 署名： 

 

（リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション総合実施計画書記入上の注意） 

１． 日常生活自立度の欄については、「「障害老人の日常生活自立度（寝たきり度）判定基準」の活用について」（平成３年１

１月１８日 老健第１０２－２号）厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知によるランクＪ１，Ｊ２，Ａ１，Ａ２，Ｂ１，Ｂ２，Ｃ１又はＣ２

に該当するものであること。 

２． 認知症である老人の日常生活自立度判定基準の欄については、「「認知症である老人の日常生活自立度判定基準」の

活用について」（平成 5 年 10 月 26 日 老健第 135 号）厚生省老人保健福祉局長通知によるランクⅠ,Ⅱa,Ⅱb,Ⅲa,Ⅲb,Ⅳ

又はMに該当するものであること。 

３． 活動の欄におけるＡＤＬの評価に関しては、Barthel Indexに代えてＦＩＭを用いてもよい。 



（別紙様式23の３）

評価実施日： 年　　　月　　　日

氏名： 男・女 生年月日 年　　月　　日（　　　歳） 利き手 右・右（矯正）・左
主治医 リハ担当医 看護 緩和ケア
ＰＴ ＯＴ ＳＴ ＳＷ等
原発巣（発症・診断確定日）： 併存疾患：

廃用症候群： リハビリテーション歴： ＰＳ又はＫＰＳ：

入院の目的： 治療内容： 予定入院期間：

退院後の治療予定：

□疼痛 □嘔気 □倦怠感 □呼吸困難 □不安・抑鬱 □その他
（とられている対策：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□半年以内の骨シンチ □単純レントゲン □ＣＴ □ＭＲＩ

□骨転移なし □骨転移あり（部位　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□単純レントゲンで溶骨性変化 □骨シンチで異常集積
□局所の疼痛

□意識障害（ＪＣＳ、ＧＣＳ）・せん妄：
□運動障害：
□感覚障害：
□摂食・嚥下障害
□呼吸、循環障害：
□音声、発話障害：
□関節可動域制限：
□筋力低下：
□疼痛：
□その他：

座位（□自立　　□一部介助　　□全介助）
立ち上がり（□自立　　□一部介助　　□全介助）
立位（□自立　　□一部介助　　□全介助）

自立
全介
助

10 0
15 10 5 0
5 0

10 0
5 0

15 10 5 0
10 0
10 0

排便管理 10 0
排尿管理 10 0

評価項目・内容（具体的内容を記載） 具体的アプローチ

リハビリテーション総合実施計画書

病期分類（ステー
ジ）：

入
院
の
目
的
と
治
療
内
容

身体症状ととら
れている対策

治療後に生じる可能性のある副作用・合
併症：

治療後に生じる可能性のある身体の障
害：

（直近の検索日時：　　年　　　月　　　日）
骨転移検索の有無

病的骨折のリスク

骨
転
移

骨転移の診断

心
身
機
能
・
構
造

基
本

動
作

安静度の制限とその理由、活動時のリスク（手術後の合併症、放
射線・化学療法中・後の副作用、がんの進行にともなう影響を考
慮）

一部介助

5

使用用具（杖、装具）・
介助内容

5

食事
移乗

トイレ動作

平地歩行
5
5

5

5

ＡＤＬ（Ｂ．Ｉ．に準
じる）

整容 0

入浴 0

合計(0～100点） 点

活
動

階段
更衣



職業 □あり（仕事内容：　　　　　　　　　　　）
□なし

家庭内役割：
余暇（趣味など）：
その他：
□抑うつ気分
□興味・喜びの著しい減退
□食欲の障害
□睡眠の障害
□焦燥又は抑止
□易疲労感又は気力の減退
□無価値感又は自責感
□集中力低下又は決断困難
□希死念慮
その他：
同居家族： 自宅改造：福祉機器 □要 □不要

家屋： 介護保険サービス □要 □不要

その他： その他：

２週間後の目標： 本人の希望：

家族の希望：

リハビリテーションの治療方針：

退院時の目標と見込み時期：

退院後のリハビリテーション計画（種類・頻度・期間）：

退院後の社会参加の見込み：

本人・家族への説明 　　年　　月　　　日
説明を受けた人： 本人・家族（　　　　　）

署名

説明者： 署名

心
理

環
境

評価項目・内容（具体的内容を記載） 具体的アプローチ

参
加



(別紙様式23の４)

ID 患者氏名 男 ・ 女

生年月日（明・大・昭・平・西暦）　　　　年　 　　月　　　日　　  　歳

診断名：

発症日： 　　 　　(頃)・手術日：

治療内容(術式)：

合併症：

冠危険因子(既往)：□高血圧症 □脂質異常症 □糖尿病 □肥満 □高尿酸血症 □家族歴 □喫煙

□慢性腎臓病（CKD）□狭心症 □陳旧性心筋梗塞 □他（ 　 ）
　 　 　              　
標準体重　　　　　kg： 現在の体重 kg： BMI(18.5～25.9) 　kg/m

2

目標血圧 ／         mmHg   現在の血圧(又は家庭血圧)           ／　　        mmHg

血液検査結果

□HbA1c　　　　　       % □LDL-C　　　　　 mg/dl

□HDL-C        mg/dl □中性脂肪 mg/dl

□他（　　　　　　　               　　　　　　　 ）

心機能　　□左室駆出率（EF）【正常・低下】 %

　　□他（  　　　　　　　  　　　　　 ）

身体機能：

　□関節可動域制限（部位：　　　　　　　　　） □疼痛（部位：　　　　　　　　　　）

　□筋力低下（部位：　　　　　　　　　　　　） □バランス障害（　　　　　　　　　）

   □他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　
運動負荷試験結果（運動処方）

　運動耐容能【良好・低下】（健常人の　　　　　　 %：　　　　　　METｓ）

　運動処方（脈拍・血圧）：　　   　　　　bpm    　　　     ／            mmHg

自転車　　 W 分 回/週

歩行　　　　　　　 km/h 分 回/週

他注意事項：

今後の運動療法継続について

□当院にて　□自宅にて　□他施設にて（　　 ）

今後の検査・期間等について

説明日：平成・西暦　　　年　 　月　　日 本人・家族氏名

医師：　　　 理学療法士：

看護師：　　 他職種（　        　　）：

評価日：平成・西暦　　　　　　年　 　　 　月　　　  　日（　　　回目・　　ヶ月目）

リハビリテーション総合実施計画書



参加　

　・職種/業務内容/通勤方法等（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　・余暇・社会活動等 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

具体的目標とそのｱﾌﾟﾛｰﾁ：

活動 ・ADL   □車椅子【自立・他人操作】 □介助歩行　□杖歩行　□屋内歩行  □屋外歩行  
  □階段昇降　□他（ ）

・入浴   □入浴 □半身浴 □シャワー浴 □他（ ）
・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ　　□問題なし　□問題あり（ ）
・他（　 ）
具体的目標とそのｱﾌﾟﾛｰﾁ：

環境 □独居  □同居（ 　     　　　　 　　　      　　　　　）、家族の協力体制【あり・困難】
□一戸建【平屋・2階以上】 □集合住宅:　  　階居住、 エレベーター【あり・なし】　
□その他（　　　　　　　　　　　　　 ）
具体的目標とそのｱﾌﾟﾛｰﾁ：自宅改造/福祉機器【要・不要】　介護保険ｻｰﾋﾞｽ【要・不要】

心理　・自身の病気に対する不安  □なし □あり（具体的に： ）
・日常社会活動に対する不安  □なし □あり（具体的に：　 ）
・睡眠　□良好 □不良【入眠障害・中途覚醒・他（　　　　　　　　　　　　　）
・食欲　□良好 □減退
具体的目標とそのｱﾌﾟﾛｰﾁ：

第三者の不利（発病による家族の社会生活変化や健康/心理問題の発生）
□なし　□あり（具体的に： ）
具体的目標とそのｱﾌﾟﾛｰﾁ：家族の役割/社会活動変化の必要性の有無

再発予防・健康維持・回復のための目標
　□病気の理解 □体力向上 □食事管理 □内服管理 □運動習慣の獲得 □禁煙 □他（     ）
　
再発防止に対する理解と支援・指導の必要性

『自己検脈』　　　　　　　　□できる　　　　□要指導
『家庭血圧・体重測定』　　　□実施している　□要支援
『自分に合った運動』　　　　□理解している　□実践している　□要支援
『適切な食事・摂取量』　　　□理解している　□実践している　□要支援
『正しい服薬』            　　　□理解している   □服薬忘れなし   □要支援
『薬の管理』　　　　　　　　□自分  □家族（ 　　　　　  　） □他人（      　　  ）
『タバコ』　　　　　　         □禁煙  □受動喫煙  □喫煙（　            本）□要支援
『症状出現時の対処法』         □理解している　□要指導
 他『　　　　　　　  』         □（　　　　　）□（　　　　　）□（　　　　　）

本人・家族の希望

□無職 □家事 □休職中 □発症後退職 □退職予定
□転職 □転職予定 □配置転換  □現職復帰



別紙様式 23の５ 

目標設定等支援・管理シート 

作成日     年   月   日 

説明・交付日     年   月   日 

患者氏名：         生年月日：   年   月   日 

 

１．発症からの経過（リハビリテーション開始日：    年   月   日） 

 

 

 

 

 

２．ＡＤＬ評価（Barthel Indexまたは FIMによる評価）（リハビリ開始時及び現時点） 

(Barthel Indexの場合) 
 リハビリテーション開始時点 現時点 

自立 一部介助 全介助 自立 一部介助 全介助 
食事 10 5 0 10 5 0 
移乗 15 10 5 0 15 10 5 0 
整容 5 0 0 5 0 0 

トイレ動作 10 5 0 10 5 0 
入浴 5 0 0 5 0 0 

平地歩行 15 10 5 0 15 10 5 0 
階段 10 5 0 10 5 0 
更衣 10 5 0 10 5 0 

排便管理 10 5 0 10 5 0 
排尿管理 10 5 0 10 5 0 

合計(0-100点)         点 合計(0-100点)         点 
 

FIMによる評価の場合 

大項目 中項目 小項目 
リハビリテーション 

開始時点 
現時点 

得点 得点 

運動 

セルフ 
ケア 

食事   
整容   

更衣（上半身）   
更衣（下半身）   

トイレ   

排泄 
排尿コントロール   
排便コントロール   

移乗 
ベッド、椅子、車椅子   

トイレ   
浴槽・シャワー   

移動 
歩行・車椅子   

階段   
小計   

認知 

コミュニケ

ーション 
理解   
表出   

社会認識 
社会交流   
問題解決   
記憶   

小計   
合計   



３．現在リハビリテーションの目標としているもの、及び現在のリハビリテーションの内

容との関連 

  

 目標としているもの 
関連する現在の 

リハビリテーションの内容 

心身機能 

 

 

 

 

 

 

   

活動 

 

 

 

 

 

   

社会参加 

 

 

 

 

 

 

４．今後の心身機能、活動及び社会参加に関する見通し 

・医師の説明の内容 

 

 

 

・患者の受け止め 

 

 

 

 

５．介護保険のリハビリテーションの利用の見通し（あり・なし） 

  介護保険のリハビリテーションサービス等の紹介の必要性（あり・なし） 

  紹介した事業所名 

事業所名 連絡方法 備考（事業所の特徴等） 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

説明医師署名：             患者又は家族等署名：         

  



[記載上の注意] 

１．本シートの交付、説明は、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総

合実施計画書の交付、説明と一体として行って差し支えない。 

 

２．「今後の見通し」について、必要な場合は、「今後のリハビリテーションが順調に進ん

だ場合」等の前提をおき、場合分けごとに記載してもよい。 

 

３．「現在のリハビリテーションの目標」は、医師及びその他の従事者が記載した後、本

シートの説明を通じて患者又は家族等と面談し、患者の価値観等を踏まえてよりよい目

標設定ができると考えた場合は、赤字で追加、修正する等してよい。 



様式 45 

 

回復期リハビリテーション病棟入院料における実績指数等に係る報告書 

 

保険医療機関名  

郵便番号  

住所  

報告年月日  

直近の報告年月日  

 

１．退棟患者数 

① 
前月までの６か月間に回復期リハビリテーション病棟から退棟した

患者数 
名 

② 
直近の報告の前月までの６か月間に回復期リハビリテーション病棟

から退棟した患者数 
名 

 

２．１日当たりのリハビリテーション提供単位数 

③ 
前月までの６か月間に回復期リハビリテーション病棟に入院してい

た回復期リハビリテーションを要する状態の患者の延べ入院日数 
日 

④ 
前月までの６か月間に③の患者に対して提供された疾患別リハビリ

テーションの総単位数（ⅰ＋ⅱ＋ⅲ＋ⅳ＋ⅴ） 
単位 

再

掲 

ⅰ 
前月までの６か月間に③の患者に対して提供された心大血管疾

患リハビリテーションの総単位数 
単位 

ⅱ 
前月までの６か月間に③の患者に対して提供された心脳血管疾

患等リハビリテーションの総単位数 
単位 

ⅲ 
前月までの６か月間に③の患者に対して提供された廃用症候群

リハビリテーションの総単位数 
単位 

ⅳ 
前月までの６か月間に③の患者に対して提供された運動器リハ

ビリテーションの総単位数 
単位 

ⅴ 
前月までの６か月間に③の患者に対して提供された呼吸器リハ

ビリテーションの総単位数 
単位 

⑤ １日当たりのリハビリテーション提供単位数（④／③） 単位 

⑥ 直近の報告における１日あたりのリハビリテーション提供単位数 単位 



 

３．実績指数 

⑦ 
前月までの６か月間に回復期リハビリテーション病棟を退棟した回

復期リハビリテーションを要する状態の患者数 
名 

⑧ ⑦のうち、実績指数の計算対象とした患者数 名 

⑨ 
⑧の患者の退棟時のＦＩＭ得点（運動項目）から入棟時のＦＩＭ得点

（運動項目）を控除したものの総和 
点 

⑩ 

⑧の各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に

応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で除し

たものの総和 

 

⑪ 実績指数（⑨／⑩） 点 

⑫ 直近に報告した実績指数 点 

 

４．除外患者について（届出の前月までの６か月について以下を記入する。） 

⑬ 届出の前月までの６か月 （  ）

月 

（  ）

月 

（  ）

月 

（  ）

月 

（  ）

月 

（  ）

月 

⑭ 入棟患者数 名 名 名 名 名 名 

⑮ 高次脳機能障害患者が入棟患
数の４０％以上であることによ
る除外の有無 

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

⑯ ⑮による除外がある場合は除
外後の入棟患者数（⑮が有の場合
のみ） 

名 名 名 名 名 名 

⑰ 実績指数の計算対象から除外
した患者数 

名 名 名 名 名 名 

⑱ 除外割合 
（⑰÷（⑭又は⑯）） 

％ ％ ％ ％ ％ ％ 

 

５．高次脳機能障害患者が４０％以上であることによる除外について（⑮が有の場合には、

それぞれ⑬の７か月前から前月までの６か月間の状況について記入。） 

 
※（  ）にはそれぞれ⑬の前月を

記載 

( )月

までの 

６か月 

(  )月

までの 

６か月 

(  )月

までの 

６か月 

(  )月

までの 

６か月 

(  )月

までの 

６か月 

(  )月

までの 

６か月 
⑲ ６か月間の退棟患者数 名 名 名 名 名 名 

⑳ ⑲のうち、高次脳機能障害の患
者数 

名 名 名 名 名 名 

㉑ 高次脳機能障害患者の割合 
（⑳÷⑲） 

％ ％ ％ ％ ％ ％ 

 



[記載上の注意] 

１．①から㉑は平成 28年４月１日以降に入院した患者のみを対象とする。 

２．①及び②は実績指数の計算対象となったものに限る。①が 10名未満の場合、⑦から⑪

は記入しない。 

３．初めての報告の場合、「直近の報告年月日」、②、⑥及び⑫は記入しない。 

４．④は選定療養として行われたもの及びその費用が回復期リハビリテーション病棟入院

料に包括されたものを除く。 

５．直近の報告において実績指数の報告対象外であった場合は⑫は記入しない。 

６．⑭は入棟時に回復期リハビリテーションを要する状態であったものに限る。 

７．⑰の除外患者数は、入棟日においてＦＩＭ運動項目の得点が 20 点以下若しくは 76 点

以上、ＦＩＭ認知項目の得点が 24 点以下、又は年齢が 80 歳以上であったことにより実

績指数の計算対象から除外したものに限る。 

８．⑱の除外割合は、⑮が「有」の場合は⑰÷⑯、「無」の場合は⑰÷⑭とする。 

９．⑲は在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者に限る。 

10．⑮、⑳、㉑の高次脳機能障害とは、「基本診療料の施設基準等」別表第九に掲げる「高

次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷

の場合」に該当する、回復期リハビリテーション入院料が算定開始日から起算して 180

日以内まで算定できるものに限る。 
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